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向島

寿

雄

序一
、
明
末
遼
東
の
馬
市

二
、
遼
東
の
木
市

三
、
寛
箕
等
の
互
市

ぐ！？

＂＇日

序

明
会
典
・
一
五
三
・
兵
部
・
三
六
・
馬
政
・
四
・
各
辺
互
市
の
条
に
は
遼
東
関
原
・
広
寧
の
馬
市
に
就
い
て
記
し
、
そ
の
馬
市
の
所
在
を
示

す
に
、
其
互
市
一
は
関
原
城
南
に
於
て
云
々
と
記
し
、
馬
市
の
馬
価
を
遼
東
互
市
馬
価
と
記
し
、
架
顔
三
衛
の
馬
市
の
禁
絶
を
菜
顔
三
衛
互
市

を
革
ひ
と
記
し
て
い
る
。
馬
市
が
互
市
の
概
念
に
内
抱
さ
れ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
一
方
寛
旬
互
市
に
就
い
て
山
中
間
見
録
が
掲

げ
る
遼
東
巡
撫
張
学
顔
の
上
請
に
は
、
寛
持
の
互
市
は
「
無
馬
匹
他
違
禁
物
。
与
関
原
・
広
寧
撫
順
典
。
」

と
あ
っ
て
、

関
原
・
広
寧
・
撫
順

に
開
設
さ
れ
て
い
る
馬
市
と
寛
旬
の
互
市
と
は
相
違
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
馬
市
即
互
市
或
は
逆
に
互
市
即
馬
市
と
は
云

問
末
流
東
の
五
市
場
（
江
崎
）

六
七



明
末
遼
東
の
瓦
市
場
（
江
嶋
）

ノ、
i¥ 

え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
互
市
と
は
元
来
外
国
と
相
互
に
交
易
す
る
商
行
為
を
指
す
語
で
あ
る
か
ら
、
馬
市
の
交
易
が
互
市
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は

当
然
で
あ
る
が
、
明
末
遼
東
に
於
け
る
辺
境
貿
易
に
は
総
称
的
に
互
市
と
時
び
得
る
取
引
の
な
か
に
、
若
干
の
性
質
の
追
い
に
よ
り
夫
々
特
殊

の
名
称
で
、
馬
市
と
称
さ
れ
、
木
市
と
呼
ば
れ
、
或
は
狭
義
に
互
市
と
称
さ
れ
る
取
引
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
の
題
自
に
云

う
互
市
は
総
称
と
し
て
の
・
も
の
で
あ
り
、
文
中
狭
義
の
互
市
は
互
市
の
行
わ
れ
た
地
名
を
冠
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

明
代
遼
東
の
互
市
と
し
て
著
名
な
も
の
は
永
楽
四
年
開
原
と
広
寧
に
設
置
さ
れ
た
馬
市
で
あ
る
。
通
説
で
は
関
原
に
は
城
東
と
城
南
に
二
所

広
寧
に
は
鉄
山
に
一
所
設
置
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
開
原
は
城
東
一
所
の
み
で
、
広
山
手
と
合
し
て
遼
東
二
所
が
初
設
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
設
置

当
初
は
専
ら
官
市
で
政
府
の
馬
の
収
買
を
目
的
と
し
た
が
、
明
の
応
政
の
成
功
に
よ
る
収
質
量
の
減
少
と
、
民
間
の
」
山
内
の
需
要
に
よ
り
宮
市
の

後
で
私
市
が
許
さ
れ
る
様
に
な
る
。
私
市
へ
の
民
閣
の
参
加
が
互
市
の
自
由
を
求
め
て
馬
市
場
外
で
の
官
督
を
避
け
た
よ
り
広
範
な
密
貿
易
を

盛
ん
に
し
た
。

乙
の
密
貿
易
を
公
然
と
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
引
を
統
制
し
場
所
を
限
定
せ
ん
と
し
、
併
せ
て
女
直
の
朝
貢
制
限
の
引
替

条
件
と
す
る
た
め
に
正
統
四
年
に
関
原
交
易
が
許
可
せ
ら
れ
た
。
女
直
の
た
め
の
よ
り
広
範
な
商
品
の
取
引
市
場
の
出
現
と
い
っ
て
も
従
来
既

に
密
貿
易
が
行
わ
れ
て
い
た
市
場
の
承
認
に
過
ぎ
な
い
が
、

ζ

れ
が
開
原
南
関
馬
市
で
あ
る
。

こ
れ
は
専
ら
女
直
の
た
め
の
馬
市
で
あ
り
、
馬

の
取
引
を
主
と
し
た
官
市
私
市
を
も
っ
本
来
の
馬
市
よ
り
も
、
民
間
取
引
を
主
と
し
た
互
市
場
と
し
て
の
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
併
し
南
関

女
直
馬
市
の
公
認
に
よ
り
、
従
来
の
城
東
馬
市
は
自
然
と
冗
良
暗
の
た
め
の
馬
市
に
な
っ
て
い
っ
た
。
正
統
四
年
か
ら
同
十
四
年
冗
良
恰
馬
市
禁

絶
ま
で
の
期
闘
が
、
正
に
請
書
巴
手
ワ
広
寧
馬
市
一
所
、
開
原
馬
市
二
所
の
状
態
を
示
し
て
い
た
。
正
統
十
四
年
瓦
刺
の
也
先
大
師
寵
鞄
の
脱

脱
不
花
王
の
侵
入
に
際
し
て
そ
の
侵
入
の
欝
導
を
勤
め
た
と
見
ら
れ
た
冗
良
晴
三
衛
は
馬
市
の
交
易
を
禁
草
さ
れ
た
。
広
寧
の
馬
市
と
開
原
城

東
の
馬
市
が
閉
鎖
さ
れ
、
開
原
南
関
馬
市
が
唯
一
の
互
市
場
と
し
て
女
直
に
だ
け
開
放
さ
れ
て
い
た
。
や
が
て
建
州
女
直
の
朝
貰
制
限
の
代
償

と
し
て
天
順
八
年
に
撫
順
馬
市
が
開
設
さ
れ
、
海
西
女
直
は
関
原
南
関
馬
市
、
建
州
女
直
は
撫
順
馬
市
と
分
割
専
用
佑
が
行
わ
れ
た
。

一
方
冗

良
晴
三
衛
に
よ
る
頻
繁
な
馬
市
復
開
要
請
が
成
佑
十
四
年
に
至
っ
て
許
可
せ
ら
れ
、
広
寧
団
山
壁
北
に
一
所
開
原
古
城
壁
南
に
一
所
、
前
者
は



住
牧
地
の
関
係
で
主
と
し
て
莱
顔
・
泰
寧
二
衛
に
、
後
者
は
主
と
し
て
福
余
衛
に
対
し
て
馬
市
が
復
関
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
か
ら
遼
東

に
於
け
る
馬
市
は
四
所
を
数
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
約
九
十
年
遼
東
の
互
市
は
こ
の
四
所
の
馬
市
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
。
し
か
る
に

明
末
隆
慶
万
暦
年
聞
に
至
っ
て
こ
の
状
態
は
打
破
さ
れ
て
遼
東
辺
境
の
各
地
に
互
市
場
が
開
か
れ
、
遼
東
国
墳
の
貿
易
は
著
し
く
盛
大
と
な
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
明
末
に
開
設
さ
れ
た
克
市
場
の
開
催
地
と
開
設
の
理
由
年
次
継
読
期
間
等
を
明
か
に
し
た
い
。

一
、
明
末
遼
東
の
馬
市

全
遼
志
（
巻
一
）
山
川
・
関
梁
の
条
に
明
代
遼
東
の
馬
市
に
就
い
て
の
周
知
の
記
録
が
あ
る
。

女
真
馬
市

永
楽
初
設
関
原
城
東
屈
換
屯
。
成
佑
閣
改
設
城
南
門
外
西
。
毎
歳
海
西
夷
人
子
此
買
売
。

違
遥
馬
市

成
化
間
添
設
子
古
城
壁
南
。
嘉
靖
三
年
改
子
慶
雲
畳
北
。
毎
歳
海
西
黒
龍
江
等
衛
夷
人
子
此
買
売
。

撫
順
馬
市

城
東
三
十
里
。
建
州
諸
夷
人
於
此
交
易
買
売

広
寧
馬
市

在
団
山
壁
。
架
顔
泰
寧
ニ
衛
諸
夷
於
此
買
売
。

こ
の
四
所
の
馬
市
は
成
佑
十
四
年
冗
良
恰
三
衛
馬
市
が
復
関
さ
れ
た
以
後
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
全
遼
志
の
成
っ
た
嘉
靖
四
十
四
年
当
時
の

馬
市
の
数
・
位
置
・
利
用
部
族
を
も
示
し
て
く
れ
る
。
こ
の
間
八
十
七
年
程
四
馬
市
は
継
続
開
市
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
古
城
壁
南

の
遼
達
馬
市
が
嘉
靖
三
年
に
慶
雲
壁
北
に
移
置
さ
れ
た
だ
け
で
、
他
の
馬
市
は
移
動
し
て
い
な
い
。
開
原
に
二
所
、
撫
順
に
一
所
、
広
寧
に
一

所
の
状
態
が
長
年
に
互
っ
て
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
明
実
録
万
暦
四
年
正
月
丁
未
の
条
に
次
の
様
な
注
目
す
べ
き
記
録
が
見
え
る
。
こ
れ
は
遼
東
巡
撫
御
史
劉
台
の
条
上
三
事
の
な
か

の
二
「
慎
互
市
以
伐
虜
謀
」
と
題
す
る
一
文
で
あ
る
が
、
先
づ
遼
東
辺
境
外
に
展
開
す
る
虜
夷
を
順
次
に
挙
げ
た
後
に
続
け
て
、

祖
宗
以
来
嘉
其
慕
義
。
許
以
互
市
。
広
寧
設
一
関
一
市
。
以
待
莱
顔
泰
寧
等
夷
。
開
原
設
三
関
三
市
。
以
待
福
余
西
北
等
夷
。

開
原
週
一
廉
至
撫
順
設
一
関
市
。
待
建
州
等
夷
。
事
属
覇
康
。
勢
成
藩
昇
。
数
十
年
来
積
套
成
弊
。

明
末
流
東
の
互
市
場
（
江
嶋
）

ノ、

九



明
末
遼
東
の
互
市
場
（
江
嶋
）

七。

と
あ
り
、
次
に
市
夷
の
弊
害
増
長
を
先
年
と
現
在
を
対
比
し
つ
つ
色
々
と
挙
げ
、
た
だ
広
寧
関
市
は
巡
撫
や
鎮
守
総
兵
が
童
兵
を
握
っ
て
制
圧

し
て
い
る
の
で
梢
約
束
に
従
い
、
撫
順
も
建
州
の
強
含
王
呆
が
檎
殺
さ
れ
て
各
部
衰
弱
し
王
台
の
統
制
下
に
あ
り
心
配
は
な
い
。
関
原
は
三
面

が
夷
虜
に
隣
接
し
形
勢
孤
懸
最
も
寒
、
む
す
べ
し
と
し
て
更
に
続
け
て
開
原
の
三
関
三
市
に
就
い
て
記
述
し
て
い
る
。

査
該
三
関
三
市
。
王
台
由
広
順
関
入
市
東
果
園
。
離
鎮
城
十
五
里
。
遅
加
奴
等
由
鎮
北
関
入
馬
市
壁
。
離
鎮
城
二
十
里
。
福
余
等

夷
由
新
安
関
入
市
慶
雲
盤
。
離
鎮
城
四
十
里
。
近
年
王
台
・
還
加
奴
等
。
皆
得
径
至
開
原
南
城
塘
。
混
列
雑
処
。
安
擦
貿
易
。
略

無
界
限

0

・
・
・
・
・
下
略

劉
台
の
上
奏
は
長
文
で
全
部
を
掲
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
明
末
馬
市
の
状
態
を
示
す
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
遼
東
の
馬
市
は

五
所
、
即
ち
広
寧
一
所
、
撫
順
一
所
、
開
原
三
所
と
な
る
。
全
遼
志
と
比
較
す
る
と
、
広
寧
と
撫
順
と
関
原
慶
雲
壁
の
三
馬
市
は
同
一
の
も
の

を
挙
げ
て
い
る
が
、
全
遼
志
の
関
原
女
真
馬
市
（
南
関
馬
市
）
を
数
え
ず
、
代
り
に
全
遼
志
で
は
明
末
に
存
在
し
な
い
東
果
園
と
馬
市
壁
の
馬

市
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
も
割
台
は
馬
市
と
し
て
は
数
の
中
に
入
れ
な
か
っ
た
が
併
し
明
か
に
開
原
商
関
馬
市
の
後
身
と
見
て
誤
り
な
い
開
原

南
城
塘
で
女
直
が
漢
民
と
混
列
雑
処
し
安
随
時
貿
易
し
て
い
る
乙
と
を
述
べ
て
い
る
。
新
設
の
東
果
園
や
馬
市
壁
よ
り
遥
か
に
利
用
度
の
高
い
互

市
場
が
関
原
南
城
稽
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
ζ
が
な
お
南
関
馬
市
と
呼
ば
れ
た
か
否
か
は
明
か
で
な

い
が
、
劉
台
の
上
奏
は
結
局
開
原
に
四
市
、
少
く
と
も
三
馬
市
と
一
互
市
場
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
末
に
於
い
て
東
果
園
と
馬
市
壁
の
ニ
馬
市
の
存
在
は
遼
東
士
山
に
も
全
遼
志
に
も
見
え
な
い
。
馬
市
盤
は
そ
の
位
置
や
名
前
か
ら
し
て
初
設

城
東
馬
市
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
が
、
正
統
十
四
年
廃
絶
後
は
と
の
方
面
に
馬
市
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
明
末
改
め
て
設
置

叉
は
復
設
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
東
果
園
は
他
の
史
料
に
は
全
く
見
え
な
い
馬
市
で
あ
る
。
万
暦
十
五
年
に
成
っ
た
万
暦
会
典
は
不
思
議

に
も
こ
の
二
馬
市
の
こ
と
そ
全
然
記
し
て
い
な
い
。
と
い
っ
て
遼
東
の
巡
按
御
史
と
し
て
現
地
に
在
り
、
三
関
三
市
を
査
該
し
た
上
で
の
劉
台

の
上
奏
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
二
馬
市
が
仮
空
の
も
の
で
あ
る
と
か
、
誤
解
誤
聞
だ
と
し
て
退
け
得
る
様
な
も
の
で
は
な
い
。
万
暦
四
年
に
は
開



原
所
属
の
東
泉
園
と
馬
市
盤
に
馬
市
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

東
果
関
と
潟
市
盤
の
位
置
は
劉
台
の
上
奏
通
り
に
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
即
ち
東
栄
闘
は
広
順
闘
を
入
り
、
靖
安
盤
を
経
て
大
清
河
沿
い
の
交

通
路
を
開
原
に
向
う
途
中
、
関
原
に
十
五
里
の
地
点
。
満
洲
歴
史
地
理
第
二
巻
稲
葉
博
士
の
明
代
遼
東
の
辺
描
附
図
で
は
広
順
関
｜
靖
宏
僅

l

開
原
の
通
路
に
沿
う
河
を
沙
河
と
し
て
示
し
て
い
る
が
、
全
遼
志
巻
一
山
川
で
は
こ
れ
は
関
原
城
東
南
四
十
里
の
如
河
（
如
清
河
）
即
ち
大
清

河
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
中
山
人
郎
氏
「
明
代
前
洲
に
於
け
る
．
ぬ
市
開
催
地
に
就
い
て
」
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
参
謀
本
部
地
凶
に
よ
る

「
関
原
附
近
水
道
凶
」
に
於
い
て
は
こ
の
河
は
泊
河
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
稲
葉
博
士
の
辺
措
図
に
は
沙
河
即
ち
大
消
河
の
北
岸
地
帯
に
貫

泥
岡
と
記
さ
れ
て
い
る
。
貴
泥
岡
は
全
遼
志
巻
二
辺
防
・
関
原
城
壁
敬
台
障
塞
の
靖
安
壁
の
条
に

靖
安
盤

官
軍
三
百
六
十
員
名
。
相
樹
木
答
冗
屯
可
屯
兵
。
貴
泥
岡
可
按
伏
。
子
麻
割
台
北
空
通
賊
道
路
。
開
原
城
兵
馬
可
為
策
応
。

と
あ
っ
て
、
靖
安
畳
間
原
聞
の
按
伏
の
要
地
と
し
て
記
、
5
れ
て
い
る
。
遼
東
志
巻
三
兵
食
に
は
略
同
文
の
記
事
で
黄
泥
岡
屯
と
あ
り
、
按
伏
の

地
と
し
て
は
責
泥
岡
屯
が
正
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
黄
泥
聞
は
そ
の
名
の
如
く
、
大
清
河
沿
岸
の
台
地
の
総
称
で
あ
ろ
う
か
。
大
清
河
は
こ
の

黄
泥
聞
を
略
々
東
西
に
横
切
っ
て
平
地
に
出
て
開
原
城
南
で
小
清
河
と
合
流
す
る
。
東
東
園
は
黄
泥
岡
の
谷
を
出
た
大
清
河
の
沿
岸
あ
た
り
に

在
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
詳
し
い
地
図
を
見
る
を
得
な
い
か
ら
現
在
の
地
名
と
の
比
定
は
今
の
筆
者
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
他
方
馬
市
壁
は

鎮
北
闘
を
入
り
小
清
珂
に
沿
う
て
下
り
鎮
北
壁
威
遠
畳
を
経
て
開
原
に
至
る
小
清
河
沿
流
の
交
通
路
の
、
開
原
よ
り
二
十
里
の
地
点
、
し
か
も

小
清
河
北
岸
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
中
山
八
即
氏
の
前
記
「
開
原
附
近
水
道
図
」
の
後
馬
市
壁
の
位
置
が
正
に
そ
れ
に
当
る
と
思
う
。

何
と
な
れ
ぼ
、
遼
東
志
巻
三
兵
食
や
全
遼
志
巻
二
辺
防
等
に
よ
れ
ば
初
設
城
東
馬
市
が
置
か
れ
た
と
い
う
屈
換
屯
は
威
遠
盤
管
内
に
在
り
、
馬

市
畳
と
な
る
以
前
の
馬
市
屯
は
鎮
北
壁
管
内
に
あ
る
。
威
遠
壁
と
鎮
北
壁
の
管
轄
は
小
清
河
（
中
山
民
「
開
原
附
近
水
道
図
」
で
は
冠
河
）
を

境
と
し
て
そ
の
北
岸
は
鎮
北
壁
管
内
、
南
岸
は
威
遠
壁
管
内
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
馬
市
屯
は
小
清
河
（
冠
河
）
北
岸
に
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
そ
こ
が
後
馬
市
壁
に
な
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
様
に
遼
東
志
に
も
会
遼
志
に
も
未
だ
馬
市
壁
と
い
う
地
名
は
無

明
末
遼
東
の
互
市
場
（
江
嶋
）
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明
末
遼
東
の
互
市
場
（
江
嶋
）
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く
て
馬
市
屯
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
明
末
馬
市
屯
に
馬
市
が
復
関
さ
れ
た
時
、
馬
市
警
防
の
為
修
盤
が
な
さ
れ
、
宮
崎
市
屯
が
馬
市
壁
と
呼
ば
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
、
も
の
の
様
で
あ
る
。

東
果
園
と
馬
市
壁
の
馬
市
が
何
時
開
設
さ
れ
た
か
を
明
示
す
る
史
料
は
管
見
に
し
て
見
出
し
得
な
い
。
劉
台
の
上
奏
に
あ
る
以
上
万
暦
四
年

以
前
の
開
設
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
翻
っ
て
遼
東
志
は
勿
論
全
遼
志
に
も
こ
の
明
末
二
馬
市
に
就
い
て
の
記
述
が
な
い
か
ら
、
嘉
靖
四
十

四
年
ま
で
は
未
だ
開
原
南
関
馬
市
が
存
続
し
て
い
て
、
東
果
園
・
馬
市
盤
の
ニ
馬
市
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
前

に
も
述
べ
た
様
に
万
暦
十
五
年
編
集
の
万
暦
会
典
に
も
、
既
に
存
在
し
た
答
の
こ
の
こ
馬
市
に
就
い
て
記
述
し
て
い
な
い
と
い
う
例
が
あ
る
の

で
、
全
遼
志
の
無
記
述
だ
け
を
唯
一
の
証
拠
に
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
さ
て
従
来
海
酉
女
直
は
全
て
鎮
北
関
経
由
で
貢
市
に
往
来
し
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
明
末
に
な
っ
て
別
に
広
順
関
経
由
の
朝
貢
入
市
が
許
可
さ
れ
た
。

か
く
て
海
西
女
直
の
一
部
は
鎮
北
関
経
由
で
、
他
の
一
部
は

広
順
関
経
由
で
入
閣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
分
道
入
関
が
馬
市
畳
一
束
果
園
二
馬
市
の
開
設
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
と
見
て
誤
り
な
い
で
あ

ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
広
順
関
経
由
の
貢
道
が
許
可
さ
れ
な
い
で
、
広
順
関
開
原
を
通
ず
る
道
の
中
途
に
馬
市
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
海
西
女
直
の
勢
力
が
二
つ
に
分
裂
し
て
夫
々
別
の
貢
道
を
通
っ
て
朝
貢
互
市
す
る
様
に
な
っ
た
た
め
、
従
来
共
通

に
利
用
し
て
い
た
南
関
女
真
馬
市
の
代
り
に
夫
々
に
専
用
の
馬
市
が
馬
市
蛍
と
東
果
園
に
開
設
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
明
実
録
隆
慶
五

年
八
月
（
己
酉
）
の
条
に
遼
東
撫
按
官
が
会
同
合
議
し
て
上
奏
し
た
撫
処
属
夷
事
宜
の
一
項
に

一
、
修
復
広
順
鎮
北
二
関
。
以
備
夷
人
入
市
。

と
あ
り
、
ニ
闘
が
既
に
貢
市
路
と
し
て
共
に
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
二
関
分
道
の
こ
と
は
隆
慶
五
年
以
前
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
二
関
分
道
に
就
い
て
読
史
方
興
紀
要
巻
三
七
・
山
東
入
・
安
東
衛
の
条
下
鎖
北
関
の
説
明
に
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

鎮
北
関

衛
東
北
七
十
里
。
海
西
族
朝
貢
市
易
処
。
叉
広
順
関
在
衛
東
六
十
九
里
。
靖
安
盤
束
、
嘉
靖
中
海
西
族
分
道
款
開
。

因
以
鎮
北
日
北
関
。
広
順
日
南
開
。



顧
祖
高
に
拠
れ
ば
分
道
款
関
の
こ
と
は
嘉
靖
申
に
行
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
二
関
分
道
に
因
っ
て
北
関
南
関
の
称
が
起
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
北
関
南
関
は
葉
赫
と
暗
達
を
呼
ぶ
称
呼
と
な
る
が
、
顧
祖
謁
は
鎮
北
関
と
広
順
関
そ
の
も
の
を
呼
ぶ
名
称
と
し
て
記
し
て
い
る
。
関
そ

の
も
の
を
指
す
呼
称
の
方
が
本
源
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
明
実
録
万
暦
十
六
年
九
月
戊
寅
の
条
の
翻
遼
総
督
張
国
彦
と

遼
東
巡
撫
顧
養
謙
の
会
題
に

至
王
台
而
採
殻
忠
順
。
北
収
ニ
奴
。
南
制
建
州
。
相
率
内
向
。
時
王
台
近
広
順
関
。
称
南
関
酋
。
ニ
奴
近
鎮
北
関
。
称
北
関
酋
。

と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
暗
遥
の
王
台
は
南
闘
に
近
く
住
み
南
闘
を
遇
っ
て
入
辺
す
る
の
で
南
関
の
曾
と
称
さ
れ
、
葉
赫
の
連
加
奴
仰
加
奴
は
鎮
北

聞
に
近
く
居
り
北
闘
を
通
っ
て
入
関
す
る
の
で
北
関
酋
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
山
中
間
見
録
巻
十
西
人
志
に
は

台
居
静
安
畳
外
。
有
室
腐
耕
種
。
与
諸
夷
異
突
。
修
款
広
順
関
。
地
近
南
。
称
南
関
。
逗
加
奴
仰
加
奴
修
款
鎮
北
関
。
地
近
北
。

称
北
関
。

と
あ
っ
て
、
王
台
或
は
そ
の
部
落
が
南
闘
を
、
ニ
奴
或
は
そ
の
部
落
が
北
闘
を
以
て
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
万
暦
武
功
録
や
三
朝
遼
事

実
録
等
で
も
同
じ
用
法
で
あ
る
。
三
朝
遼
事
実
銀
総
略
南
北
聞
に

嘉
陸
間
有
王
忠
者
。
為
塔
山
前
衛
夷
曾
。
部
衆
強
盛
。
凡
建
州
海
酉
毛
憐
等
一
百
八
十
二
衛
二
十
所
五
十
六
拍
。
皆
畏
其
兵
威
。

子
是
悉
得
国
初
所
賜
東
夷
一
千
四
百
九
十
入
勅
。
因
創
案
子
開
原
靖
安
畳
広
順
関
外
。
住
牧
。
以
便
互
市
入
貢
。
即
関
原
所
調

南
関
也
。

と
あ
る
。
王
忠
は
明
か
に
王
台
の
誤
り
で
あ
る
が
、
乙
ζ

で
は
南
関
は
広
順
闘
で
は
な
く
、
王
台
の
暗
遥
勢
力
を
呼
ぶ
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
様
に
南
北
聞
に
は
広
順
鎮
北
の
二
闘
を
指
す
場
合
と
二
関
の
関
外
至
近
の
地
に
形
成
さ
れ
た
女
直
の
勢
力
恰
遥
と
葉
赫
ぞ
指
す

場
合
と
が
あ
る
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
二
関
分
道
に
因
る
結
果
で
あ
る
。
さ
て
二
関
分
道
の
こ
乙
は
前
掲
し
た
明
実
録
・
山
中
間
見
録

の
記
事
、
そ
の
他
東
夷
考
略
等
に
よ
っ
て
も
恰
達
の
王
台
が
女
直
社
会
で
強
盛
と
な
っ
た
時
に
行
わ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
三
朝
遼
事
実
録
は

明
末
遼
東
の
互
市
場
（
江
嶋
）
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末
法
東
の
互
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場
（
江
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回

乙
れ
を
王
忠
と
前
掲
の
如
く
記
し
て
い
る
が
、
嘉
隆
聞
の
塔
山
前
喬
夷
酋
は
王
忠
で
な
く
、

そ
れ
を
継
い
だ
王
台
の
時
代
に
当
り
、
前
掲
諸
室
田

が
王
台
の
事
績
と
し
て
述
べ
て
い
る
事
が
王
忠
と
誤
ら
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
前
掲
三
朝
遼
事
実
録
の
王
忠
は
当
に
王
台
と
あ
る
べ
き

で
、
そ
う
と
す
れ
ば
二
関
分
道
は
や
は
り
王
台
の
、
し
か
も
女
直
の
覇
権
巻
得
た
時
期
に
行
わ
れ
た
と
解
さ
れ
る
。
遼
夷
略
は
南
関
北
闘
を
速

黒
成
と
祝
孔
革
ま
で
遡
っ
て
記
述
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
南
北
闘
が
分
離
し
た
後
で
暗
達
葉
赫
の
祖
系
に
遡
り
基
礎
確
立
の
強
酋
と
し
て
挙
げ

た
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
王
台
が
王
忠
の
後
を
承
け
て
恰
達
の
部
長
と
な
っ
た
の
は
園
田
一
亀
民
に
よ
れ
ば
嘉
靖
二
十
人
・
九
年
頃

で
み
り
、
帯
靖
三
十
年
以
後
で
は
あ
る
ま
い
と
さ
れ
る
。
併
し
明
実
録
に
は
嘉
靖
三
十
年
七
月
に
王
中
（
忠
）
等
二
十
八
人
が
朝
貢
し
て
陸
職

を
実
講
し
て
い
る
か
ら
、
嘉
靖
三
十
年
ま
で
は
王
忠
は
生
存
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
代
っ
た
王
台
の
名
が
実
録
に
初
見
す
る
の
は
嘉

靖
三
十
七
年
五
月
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
交
替
は
嘉
靖
三
十
年
か
ら
ゴ
一
十
七
年
の
聞
で
あ
る
。
こ
の
間
に
王
忠
は
部
人
に
殺
さ
れ
、
王
忠
の
子

博
繭
坤
が
ハ
ス
の
仇
人
を
殺
し
て
従
兄
に
当
る
万
（
王
台
）
を
迎
え
て
恰
達
部
の
部
長
に
推
戴
し
、
王
台
の
力
に
よ
っ
て
恰
達
部
の
掌
握
が
進
め

ら
れ
る
と
い
う
一
連
の
事
件
が
経
過
す
る
。
園
田
氏
も
云
わ
れ
る
如
く
東
夷
考
略
に
「
東
陸
袋
然
耕
牧
三
十
年
台
有
力
失
」
と
あ
る
三
十
年
は

盤
数
で
は
あ
ろ
う
が
、
万
肘
十
年
の
王
台
の
死
か
ら
三
十
年
を
遡
る
と
嘉
靖
三
十
二
年
前
後
が
王
台
が
恰
達
部
長
に
な
っ
た
時
期
と
見
て
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
年
の
建
州
女
直
の
奴
爾
暗
赤
の
勢
力
継
立
の
経
過
か
ら
考
え
て
、
王
台
が
恰
達
部
を
事
握
す
る
に
数
年
を
要
し
た
で

あ
ろ
う
し
、
葉
赫
、
烏
位
、
輝
発
等
の
海
西
女
直
、
更
に
王
呆
、
王
冗
堂
一
等
の
建
州
女
直
を
支
配
下
に
入
れ
る
ま
で
に
は
十
余
年
を
要
し
た
で
あ
ろ

ぅ
。
か
く
し
て
女
直
誇
部
の
上
に
君
臨
す
る
強
大
な
暗
達
王
台
の
勢
力
が
広
順
関
外
に
形
成
さ
れ
た
。
し
か
も
王
台
は
明
に
対
し
て
は
甚
だ
忠

順
な
態
度
を
保
持
し
た
。
明
が
王
台
を
藩
扉
と
し
て
東
障
の
安
全
を
計
る
の
は
当
然
の
策
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
新
た
に
広
順
関
経
由
の
近
路

の
貫
道
を
聞
き
、
馬
市
を
新
設
し
て
、
王
台
に
対
す
る
優
遇
策
が
採
ら
れ
た
と
考
え
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
南
関
の
開
放
即
ち
二
関

分
道
は
、
王
台
が
附
達
部
長
を
承
継
し
て
か
ら
可
な
り
の
年
月
を
経
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
読
史
方
興
紀
要
で
顧
祖
一
両
が
嘉
靖
中
と
記
述
し

て
い
る
こ
と
は
先
に
記
し
た
が
、
嘉
靖
申
と
す
れ
ば
上
の
推
測
か
ら
し
て
嘉
靖
の
晩
年
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
再
ぴ
全
遼
志
に
二
関



分
道
の
記
録
が
な
い
こ
と
を
採
り
上
げ
ぎ
る
を
得
な
い
。
遼
東
の
専
志
で
あ
る
全
遼
志
が
、
二
関
分
道
と
い
う
遼
東
辺
防
に
も
撫
夷
策
と
し
て

も
重
要
な
事
件
を
、
若
し
そ
れ
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
記
述
し
な
い
筈
は
な
い
。
記
述
が
無
い
こ
と
は
分
道
が
未
だ
全
遼
志
編
集
時
に

は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
嘉
靖
四
十
四
年
ま
で
は
分
道
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
顧
祖
謁

の
記
述
に
拠
る
所
あ
り
と
す
れ
ば
、
嘉
靖
中
分
道
款
関
は
正
に
嘉
靖
の
最
後
の
道
四
十
五
年
と
い
う
ζ

と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

ニ
関
分
道
を
嘉
靖
四
十
五
年
と
す
る
右
の
推
定
を
確
め
る
他
の
確
実
な
史
料
を
管
見
に
し
て
発
見
し
得
な
い
が
、
稲
葉
岩
吉
博
士
は
「
明
代

遼
東
の
馬
市
」
に
於
い
て
明
末
の
馬
市
に
触
れ
ら
れ
、
「
嘉
靖
以
前
に
於
い
て
女
直
に
対
す
る
馬
市
は
鎮
北
闘
に
由
れ
る
開
原
の
南
関
市
、
及

馬
市
は
下
の
ご
と
く
変
改
せ
り
し
と
し
て
広
順
関
と
鎖
北
闘
を

挙
げ
て
広
順
関
附
近
に
開
原
の
南
関
市
が
移
設
さ
れ
、
鎮
北
聞
に
慶
雲
壁
互
市
が
移
設
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
た
。
博
士
が
何
に
拠
っ
て
隆
慶
万

び
撫
順
聞
に
由
れ
る
撫
順
市
を
挙
げ
た
る
が
、
隆
慶
・
万
暦
の
交
に
至
り
、

暦
の
交
と
さ
れ
た
が
不
明
で
あ
る
が
、
広
順
関
馬
市
の
開
設
を
「
乙
は
海
西
女
直
の
名
酋
王
台
が
来
り
て
新
城
を
そ
の
地
に
経
始
し
、
そ
の
勢

力
の
一
時
全
女
直
を
圧
せ
し
に
因
る
。
明
の
将
軍
李
成
梁
等
は
比
勢
力
を
利
し
て
藩
扉
と
な
き
し
め
ん
と
の
考
慮
あ
り
し
か
ば
、
芳
、
互
市
場

を
広
順
関
外
に
移
設
せ
し
な
る
べ
し
。
」
と
云
っ
て
お
ら
れ
る
所
か
ら
推
す
と
、
や
は
り
王
台
の
勢
力
確
立
の
時
期
を
基
準
と
し
て
莫
然
と
隆
慶

－
万
暦
の
交
と
考
え
ら
れ
た
も
の
の
様
で
あ
る
。
た
だ
嘉
靖
以
前
と
隆
慶
万
暦
と
の
聞
に
明
末
開
原
の
馬
市
の
移
設
の
時
期
を
引
か
れ
た
こ
と

は
や
は
り
一
見
識
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
全
遼
志
に
二
関
分
道
の
記
録
が
な
い
乙
と
を
抑
え
て
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
顧
炎
武
の
天
下
郡

国
利
病
書
巻
十
一
遼
鎮
彊
域
・
開
原
下
城
壁
の
条
に
「
馬
市
盤
、
隆
慶
九
年
修
。
緩
。
」
と
あ
る
。
筆
者
の
見
た
版
本
が
粗
末
な
石
印
本
で
甚

だ
頼
り
な
い
が
、
隆
慶
九
年
は
あ
り
得
な
い
の
で
九
は
元
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
緩
は
衝
の
対
語
で
衝
敵
の
要
害
で
は
な
く
後
方
予
備

的
盤
棄
の
意
味
で
あ
る
。
さ
て
馬
市
盤
が
隆
慶
元
年
に
修
さ
れ
た
と
云
う
が
修
は
従
来
あ
っ
た
も
の
を
修
復
し
た
の
か
新
た
に
修
築
し
た
の
か

は
こ
れ
で
は
判
然
し
な
い
。
翻
っ
て
遼
東
志
全
遼
志
を
見
る
と
鎮
北
量
管
内
に
馬
市
屯
は
あ
る
が
馬
市
壁
は
な
い
。
こ
の
馬
市
屯
は
初
設
城
東

の
馬
市
に
基
因
す
る
地
名
で
、
正
統
十
四
年
城
東
馬
市
廃
止
後
も
其
の
名
を
受
け
継
い
た
屯
楽
で
あ
る
。
隆
慶
元
年
修
さ
れ
た
馬
市
壁
は
必
ず

明
末
遼
東
の
互
市
場
（
江
嶋
）
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や
こ
の
馬
市
屯
が
そ
の
周
囲
を
新
た
に
盤
塞
で
固
ま
れ
て
出
来
た
も
の
か
、
或
は
屯
に
近
接
し
て
新
築
さ
れ
た
畳
塞
か
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

壁
が
設
置
さ
れ
た
ら
当
然
瞭
守
の
官
軍
が
駐
在
し
た
筈
で
あ
る
。
即
ち
嘉
靖
末
年
ま
で
馬
市
屯
と
呼
ば
れ
た
屯
が
隆
鹿
元
年
に
壁
と
な
り
馬
市

壁
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
衝
で
は
な
い
馬
市
屯
に
こ
の
時
壁
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
は
何
か
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
理
由
は
二
関
分
道
に
よ
る
馬
市
屯
の
馬
市
再
聞
に
備
え
た
も
の
と
考
え
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
二
関
分
道
が
嘉
靖
四
十
五
年
と

推
定
し
た
こ
と
、
従
っ
て
馬
市
が
馬
市
盤
に
移
設
主
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
同
年
か
そ
の
次
年
位
に
な
る
で
み
の
ろ
う
こ
と
を
考
量
す
る
と
、

隆
慶
元
年
の
馬
市
壁
修
築
が
符
節
ぞ
合
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
、
逆
に
二
道
分
闘
の
時
期
の
推
定
を
裏
付
け
て
く
れ
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
ニ

関
分
道
、
馬
市
盤
東
果
園
ニ
馬
市
の
開
設
は
正
に
嘉
靖
末
年
か
ら
隆
慶
元
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

先
掲
劉
台
の
上
奏
に
は
正
統
以
後
の
女
真
馬
市
即
ち
関
原
南
関
馬
市
を
数
え
て
い
な
い
。
南
関
の
馬
市
は
専
ら
海
一
由
女
直
の
た
め
の
馬
市
で

あ
っ
た
が
、
海
西
女
直
が
二
つ
の
勢
力
に
分
裂
し
て
分
道
歎
関
す
る
こ
と
に
な
り
、
夫
々
に
馬
市
盤
と
東
果
園
に
馬
市
が
開
設
会
れ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
二
馬
市
は
南
関
馬
市
の
分
割
移
設
で
あ
る
。
稲
葉
博
士
の
言
わ
れ
る
ご
と
く
慶
雲
盤
馬
市
が
北
闘
の
馬
市
即
ち
馬
市
盤
に
移
さ

れ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
劉
台
の
上
奏
に
も
慶
雲
壁
馬
市
は
明
か
に
ム
』
け
い
制
し
て
お
り
、
そ
し
て
南
関
馬
市
を
馬
市
と
し
て
数
え
て
い
な
い

の
は
移
設
さ
れ
た
の
が
南
関
馬
市
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
南
関
の
女
真
馬
市
は
嘉
靖
四
十
五
年

l
隆
慶
元
年
の
間

に
廃
止
さ
れ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
開
原
南
城
塘
下
に
は
盛
ん
に
女
直
が
往
来
し
て
混
列
雑
処
の
聞
に
気
偉
な
交
易
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
劉
台
上
奏
は
示
し
て
い
る
。
南
城
諸
下
の
市
場
こ
そ
全
遼
志
に
関
原
城
南
門
外
西
と
示
さ
れ
る
女
真
馬
市
そ
の
も
の
或

は
そ
の
後
身
で
あ
る
。
移
設
廃
止
さ
れ
た
け
れ
ど
も
女
直
は
長
期
に
亘
っ
て
こ
の
馬
市
を
利
用
し
て
利
便
を
得
、
明
の
商
人
と
の
聞
に
も
深
い

密
接
な
関
係
も
成
立
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
は
ま
た
新
設
の
二
馬
市
よ
り
も
は
る
か
に
豊
富
な
商
品
を
揃
え
た
市
場
に
成
長
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
遼
東
志
全
遼
志
に
掲
げ
る
馬
市
拙
分
の
商
品
名
は
主
と
し
て
こ
の
南
関
市
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て

い
な
い
更
に
多
く
の
物
貨
が
こ
の
市
場
に
は
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
海
西
女
直
は
新
設
の
ニ
馬
市
を
素
通
り
し
て
旧
南
関



馬
市
に
吸
引
3
れ
た
。
明
の
方
で
も
旧
慣
と
し
て
黙
認
の
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
隆
慶
以
後
そ
こ
は
正
式
に
は
馬
市
と
呼
び
得
な
く
な

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
上
は
元
の
様
に
馬
市
と
同
じ
役
割
を
果
た
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
後
万
暦
十
一
年
十
二
月
の
海
西
葉
赫
の
還
加

奴
仰
加
奴
二
奴
の
誘
殺
は
開
原
城
南
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
を
記
録
し
た
東
夷
考
略
万
暦
武
功
録
等
に
「
詣
闇
門
」

「
入
園
門
」
等
の
語
が
見

え
る
。

乙
の
圏
門
は
市
圏
の
圏
門
と
解
さ
れ
る
か
ら
そ
の
頃
も
な
お
南
関
馬
市
が
実
際
に
は
交
易
の
場
所
と
し
て
女
直
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
降
鹿
以
後
関
原
に
は
三
関
三
馬
市
と
一
南
関
市
、
実
質
的
に
は
四
馬
市
が
あ
っ
た
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
底
寧
馬
市

と
撫
順
馬
市
を
合
せ
て
遼
東
六
馬
市
を
数
え
た
事
に
な
る
。

遼
東
の
馬
市
と
し
て
著
名
な
も
の
は
底
寧
開
原
撫
順
の
馬
市
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
遼
陽
長
安
壁
に
も
馬
市
が
置
か
れ
た
時
期
が
み
の
る
様
で

あ
る
。
実
録
隣
鹿
元
年
八
月
（
民
子
）
に
十
史
料
給
事
中
の
鄭
大
経
な
る
人
物
が
命
を
奉
じ
て
制
遼
寧
士
を
武
慰
し
、
選
京
上
奏
し
た
十
事
の
一

に
復
馬
市
の
羽
目
を
挙
げ
て
云
ふ
。

復
馬
市
言
。
遼
東
長
安
畳
旧
有
馬
市
。
黙
存
叡
虜
之
権
。
且
資
戎
馬
之
利
。
後
以
叛
服
不
常
。
誘
市
識
之
市
。
遂
以
罷
。
比
虜

往
往
求
復
。
宜
許
之
以
端
燦
。

．．．． 

こ
れ
に
よ
れ
ば
長
安
保
に
旧
時
局
市
が
あ
っ
た
と
い
う
。

長
安
盟
は
一
掃
陽
と
遼
闘
の
中
間
一
白
方
の
辺
情
内
、
河
河
の
河
沿
に
あ
っ
た
と
思
わ

れ
、
遼
陽
域
副
総
兵
の
所
属
で
あ
る
。
長
安
壁
に
馬
市
が
あ
っ
た
こ
と
は
右
の
史
料
を
除
い
て
は
管
見
に
見
出
し
得
な
い
。
従
っ
て
鄭
大
経
の

上
言
が
唯
一
の
史
料
で
あ
る
が
、
彼
が
虚
言
を
な
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
や
は
り
或
る
時
期
に
長
安
壁
に
馬
市
を
開
設
し
、
後
に
市
夷
の
叛

服
常
な
き
を
以
て
市
に
誘
殺
し
て
馬
市
を
閉
鎖
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
鄭
大
経
の
上
言
で
は
馬
市
が
何
時
聞
か
れ
何
時
廃
止
さ
れ
た
か
は
全
く
不

明
で
あ
る
。
長
安
盤
に
馬
市
が
開
設
自
れ
た
場
合
に
こ
れ
を
利
用
し
た
の
は
住
地
の
関
係
か
ら
考
え
て
恐
ら
く
泰
療
衛
で
J

の
ろ
う
。
か
く
し
て

福
余
に
慶
雲
壁
馬
市
、
泰
寧
に
長
安
軍
馬
市
、
菜
顔
に
底
寧
岡
山
擢
馬
市
と
冗
良
仏
恒
三
衛
が
夫
々
に
専
用
の
湾
市
を
6
っ
た
時
期
が
考
え
ら
れ

る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
が
何
時
国
か
解
ら
な
い
。
鄭
大
経
は
そ
の
馬
市
が
叛
夷
の
誘
殺
の
後
に
閉
鎖
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
最
も

明
末
路
東
の
互
市
場
（
江
嶋
）
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近
い
例
と
思
わ
れ
る
も
の
は
実
録
嘉
靖
ゴ
一
十
九
年
十
二
月
（
浪
人
巴
）
の
条
に
見
え
る
泰
寧
衛
の
叛
夷
果
力
箇
の
誘
殺
で
あ
る
。
果
力
箇
の
四
世

の
祖
思
学
羅
は
馬
市
に
入
辺
し
て
そ
の
族
十
三
家
を
率
い
て
内
附
を
請
い
、
許
さ
れ
て
車
内
に
住
牧
し
な
が
ら
い
問
中
の
動
静
を
明
の
為
に
偵
伺

し
た
。
そ
の
後
楽
落
が
増
加
し
て
衆
百
余
人
に
な
り
、
嘉
靖
三
十
四
年
に
巣
力
筒
等
は
、
求
賞
を
抑
制
さ
れ
て
明
に
叛
き
腐
中
に
去
り
、
内
地

の
曲
折
を
洩
ら
し
て
入
冠
の
先
導
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

三
十
四
年
遂
叛
降
虜
。
告
以
内
地
曲
折
。
導
使
入
冠
。
子
是
遼
陽
溶
陽
防
寧
歳
有
虜
患
。
毎
至
果
力
箇
等
轍
為
先
鋒
。
或
面
語

城
上
卒
日
。
不
亙
賂
我
。
貝
川
府
爾
城
。
巡
撫
都
御
史
侠
汝
諒
忠
之
。
乃
密
請
布
賞
格
。
官
軍
能
計
檎
果
力
側
等
。
如
暗
舟
児
陳

通
事
之
例
。
四
日
。
上
従
之

Q

汝
諒
乃
密
造
通
事
陳
利
先
等
。
誘
果
力
筒
等
入
市
υ

伏
印
刷
武
之

Q

酒
半
伏
起
遂
摘
出
水
力
筒
等
及

其
党
四
十
余
人
。
事
問
。
詔
按
誌
果
力
箇
等
。

思
字
羅
が
入
市
し
た
馬
市
色
、
果
力
簡
を
誘
う
て
入
市
さ
せ
た
馬
市
も
広
寧
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
岡
市
力
筒
等
が
先
導
し
て
頻
り
に
侵

掠
し
た
地
方
が
上
に
掲
げ
た
様
に
主
と
し
て
遼
陽
滞
陽
広
寧
。
即
ち
遼
河
套
に
面
す
る
辺
境
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
果
力
筒
等
が
詳
知
し

て
い
た
内
地
の
曲
折
は
こ
の
方
面
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
郎
ち
彼
等
は
溶
陽
遼
陽
の
西
辺
即
ち
長
安
・
長
勝
・
長
勇
壁
或
は
長
寧
・
長
静

壁
方
面
の
事
情
に
詳
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
万
暦
武
功
録
に
よ
れ
ば
果
力
箇
は
「
居
遼
陽
久
」
と
あ
る
。
正
に
長
安
盤
方
面
に
居
た
の
で
あ

る
。
或
る
時
期
の
長
安
壁
馬
市
の
存
在
が
前
提
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
果
力
箇
等
は
遼
陽
塞
内
に
住
牧
し
な
が
ら
長
安
壁
馬
市
に
出
入
す
る

市
夷
で
あ
り
、
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
偵
伺
の
便
も
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
果
力
箇
誘
殺
の
馬
市
が
広
寧
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
広
寧
馬
市

に
往
来
す
る
菜
顔
泰
寧
及
び
そ
の
背
後
に
あ
る
察
暗
爾
諸
部
の
不
信
を
招
き
如
何
な
る
大
事
に
発
展
す
る
か
計
り
難
い
も
の
が
あ
る
。
明
と
し

て
も
容
易
に
か
か
る
危
険
は
犯
さ
れ
な
い
筈
で
あ
る
。
更
に
馬
市
で
市
夷
を
誘
殺
し
、
馬
市
を
閉
鎖
す
れ
ば
必
ず
や
そ
の
一
党
の
反
撃
を
予
組

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
乙
の
時
期
に
広
務
馬
市
閉
鎖
の
記
録
は
な
い
。
果
力
筒
誘
殺
は
広
寧
馬
市
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
全
遼
志
巻

二
辺
防
に
よ
れ
ば
長
安
畳
・
長
勇
壁
に
備
禦
が
設
置
さ
れ
、
兵
馬
五
百
名
が
添
増
さ
れ
た
の
は
嘉
靖
四
十
年
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
果
力
箇
の
誘



殺
長
安
盤
馬
市
の
廃
止
に
伴
ふ
措
置
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

果
し
て
嘉
靖
四
十
二
年
隆
鹿
元
年
等
に
長
安
盤
は
侵
掠
を
受
け
て
お

り
、
同
年
鄭
大
経
の
復
馬
市
が
上
言
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
様
に
考
え
る
と
、
果
力
箇
誘
殺
の
馬
市
は
恐
ら
く
長
安
壁
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
と

推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
長
安
畳
馬
市
の
廃
止
は
嘉
靖
三
十
九
年
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
時
聞
か
れ
た
か
。
こ
れ
は
全
く
不
明
で
あ

る
が
、
強
い
て
推
量
す
れ
ば
察
暗
爾
部
の
東
遷
と
い
う
遼
東
の
形
勢
に
大
変
佑
を
も
た
ら
し
た
事
件
の
結
果
で
は
あ
る
ま
い
か
。
和
田
博
士
に

よ
れ
ば
察
暗
繭
部
の
東
遷
は
嘉
靖
二
十
六
年
で
あ
る
。
東
遂
の
小
王
子
達
賓
遜
汗
が
進
駐
住
牧
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
酉
遼
河
の
流
域
即
ち

泰
寧
衛
の
住
地
で
あ
り
、
そ
の
地
域
は
す
で
に
遥
賓
遜
汗
の
父
博
迫
汗
の
時
に
平
定
さ
れ
経
営
さ
れ
て
い
た
と
云
わ
れ
る
ο

こ
の
征
服
に
よ
り

住
地
を
逃
れ
明
辺
近
く
遼
河
套
に
移
住
し
た
泰
寧
衛
人
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
察
恰
繭
の
東
選
に
よ
っ
て
そ
の
住
域
を
追
わ
れ
た
泰

寧
衛
人
は
北
に
東
に
移
動
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
明
辺
近
く
遼
河
沿
岸
に
押
し
出
さ
れ
た
泰
寧
衛
は
広
寧
の
馬
市
を
利
用

す
る
に
距
離
的
に
も
察
暗
爾
の
強
い
圧
力
か
ら
す
る
も
不
便
を
感
じ
、
明
に
要
請
し
て
長
安
盤
に
馬
市
を
開
設
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
は
全
く
推
察
に
過
ぎ
な
い
が
、
長
安
畳
馬
市
の
開
設
は
嘉
靖
二
十
七
・
八
年
頃
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
専
ら
明
辺
に
逃
移
し

た
泰
寧
衛
の
た
め
の
馬
市
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
る
。

し
か
も
そ
の
期
間
は
僅
か
十
年
に
し
て
泰
寧
衛
の
叛
夷
果
力
箇
等
の
誘
殺
を
以
て
麗
止

さ
れ
た
も
の
の
様
で
み
る
。

さ
て
鄭
大
経
の
上
奏
に
は
長
安
壁
馬
市
を
復
閲
せ
ん
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
戸
部
兵
部
の
覆
議
は
守
臣
の
議
処
に
任
せ
ん
と

あ
る
。
復
閲
さ
れ
た
か
否
か
は
や
は
り
解
ら
な
い
。
復
聞
に
つ
い
て
守
．
h
の
聞
に
賛
否
両
論
が
あ
っ
て
決
定
し
な
か
っ
た
も
の
の
様
で
あ
る
。

実
録
隆
慶
五
年
四
月
（
丙
辰
）
の
条
に
見
え
る
遼
東
巡
撫
張
学
顔
の
条
奏
十
事
の
一
に
議
撫
貰
の
一
事
が
あ
り
、

「
崩
酋
頻
年
乞
賞
。

守
臣
未

有
定
議
」
と
あ
る
の
は
後
述
の
寧
前
木
市
の
こ
と
で
あ
る
が
、

ま
た
長
安
保
一
局
市
復
闘
に
も
相
通
ず
る
遼
東
守
臣
の
態
度
を
一
示
す
も
の
で
み
の

る
。
互
市
は
双
方
に
利
益
が
あ
り
虜
来
っ
て
互
市
を
求
ひ
れ
ば
こ
れ
に
応
ず
べ
し
と
し
て
岡
市
招
撫
を
行
っ
た
張
学
顔
の
在
遼
時
代
で
す
ら
長

明
末
遼
東
の
任
市
場
（
江
崎
）

4二
九



明
末
遼
東
の
五
市
場
（
江
嶋
）
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安
盤
馬
市
が
復
閲
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
万
府
四
年
の
前
掲
劉
台
の
上
突
も
長
安
館
山
川
市
に
は
会
く
触
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
復
関
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
張
鼎
世
の
遼
夷
略
抜
一
一
一
口
に

至
万
府
四
十
三
年
。
遼
陽
長
安
保
一
新
聞
木
市
。
而
問
自
広
樹
伊
東
泣
陽
境
外
。
遊
牧
絡
線
。
是
肘
亦
以
木
市
泊
命
突
。

と
見
え
て
、
万
暦
四
十
三
年
に
長
安
壁
に
木
市
が
新
岡
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
史
料
は
隆
慶
万
暦
聞
に
長
安
銭
に
馬
市
が
復
閲
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
登
山
し
て
い
る
と
い
え
る
。
と
同
時
に
長
安
壁
が
互
市
場
と
し
て
泊
地
位
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
ο

そ
こ
は
遼
陽
滞
陽
に
近
く
、

部
河
に
添
う
地
点
で
あ
り
、
先
に
馬
市
が
開
設
さ
れ
た
歴
史
を
も
っ
場
所
で
あ
る
。
「
往
在
、
求
復
」
と
あ
る
か
ら
屡
々
復
闘
の
要
求
が
泰
寧
衛

を
通
じ
て
な
さ
れ
た
様
で
あ
る
。
や
や
推
測
を
還
し
く
す
れ
ば
馬
市
は
復
附
さ
れ
な
か
っ
た
が
黙
認
的
な
互
市
は
断
航
し
て
い
机
け
ら
れ
て
い
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
万
府
四
十
三
年
に
至
っ
て
建
州
の
奴
児
暗
赤
の
勢
刀
を
確
制
さ
せ
る
た
め
に
遼
削
套
に
住
牧
す
る
諸
部
落

に
公
然
と
木
市
を
新
聞
し
て
撫
賞
を
得
る
途
を
聞
い
て
や
る
こ
と
が
有
効
な
方
策
た
り
得
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
場
合
遼
夷
略
が
侍
え
る
木

市
の
新
聞
は
互
市
の
公
認
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
立
地
的
に
遼
一
川
套
の
東
端
に
位
置
す
る
長
安
鑓
と
主
と
し
て
遼
河
容
に
遊

牧
す
る
諸
部
落
に
本
来
的
な
木
市
の
開
設
は
無
意
味
に
返
い
。
寧
ろ
馬
市
の
開
設
（
復
閲
）
な
ら
肯

e

つ
け
る
し
そ
の
方
が
取
引
の
実
際
を
正
し

く
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
明
末
冗
良
恰
三
衛
察
暗
爾
消
部
に
対
し
て
新
た
に
聞
か
れ
た
互
市
場
は
殆
ん
ど
木
市
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に

長
安
畳
の
互
市
も
木
市
と
呼
ば
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
要
す
る
に
長
安
畳
に
万
暦
四
十
三
年
に
は
木
市
と
時
ば
れ
る
公
然
た
る
互
市
場
が
再
開

さ
れ
た
が
、
馬
市
廃
止
と
木
市
新
聞
の
中
閣
の
時
期
に
も
長
安
室
で
は
黙
認
的
互
市
（
撫
賞
を
伴
わ
な
い
）
断
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
一
時
的
で
は
あ
る
が
長
安
畳
馬
市
、
そ
の
後
身
の
長
安
壁
木
市
を
馬
市
の
一
所
と
し
て
数
え
る
と
、
明
末
遼
東
に
は
馬
市
だ
け
で
七
馬

市
の
存
在
を
確
認
出
来
る
。
但
し
七
馬
市
が
併
寄
し
た
時
期
は
殆
ん
ど
な
い
様
で
み
の
る
。
撫
順
の
馬
市
は
ヌ
ル
ハ
チ
の
対
明
戦
開
始
に
よ
っ
て

終
り
、
関
原
の
馬
市
は
禁
赫
の
減
亡
に
よ
っ
て
終
り
、
長
安
髭
は
遼
陽
陥
叶
併
に
よ
っ
て
終
り
、
広
寧
の
馬
市
は
林
丹
汗
の
西
走
に
よ
っ
て
終
る



も
の
と
考
え
て
よ
い
様
で
あ
る
。

二

、

遼

東

の

木

市

明
史
巻
入
一
食
貨
志
五
馬
市
の
条
の
末
尾
に

遼
東
義
州
木
市
。
万
暦
二
十
三
年
開
。
事
具
李
佑
龍
侍
。
二
十
六
年
従
巡
撫
張
思
忠
奏
。
龍
之
。
遂
井
罷
馬
市
。
其
後
総
兵
李

成
梁
力
請
復
。
而
蔚
遼
総
督
万
世
徳
亦
疏
於
朝
。
三
十
九
年
復
開
馬
木
二
市
。
後
以
為
常
。

と
あ
り
、
明
実
録
万
暦
二
十
九
年
十
二
月
辛
未
の
条
に
、

命
開
復
菜
顔
各
夷
馬
木
二
市
。
井
復
寧
前
木
市
・
・
。
万
暦
二
十
三
年
。
小
ダ
青
欲
義
州
大
康
壁
開
木
市
。
聴
各
夷
取
木

順
河
運
進
買
売
。
撫
臣
李
佑
龍
為
請
亦
以
木
税
多
寡
。
撫
賞
市
夷
。
然
視
馬
市
報
箭
規
格
則
不
問
。
二
十
六
年
撫
臣
張
思
忠
称

土
蛮
之
子
祷
臣
啓
糾
合
小
一
タ
青
。
毎
年
既
得
市
賞
。
叉
要
比
照
宣
大
賞
。
時
鴎
掠
木
馬
二
市
。
訴
此
議
罷
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
っ
て
、
義
州
の
木
市
が
万
謄
二
十
三
年
義
州
大
康
壁
に
開
設
さ
れ
、
二
十
六
年
一
日
一
廃
止
さ
れ
、
そ
の
時
広
寧

の
馬
市
も
閉
鎖
さ
れ
た
が
、
万
暦
二
十
九
年
十
二
月
広
寧
馬
市
義
州
木
市
共
に
復
関
さ
れ
た
こ
と
。
同
時
に
寧
前
に
も
木
市
が
あ
っ
て
、
そ
れ

が
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
の
が
二
十
九
年
十
二
月
に
同
じ
く
復
関
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
明
史
食
貸
士
山
の
三
十
九
年
復
聞
は
実
録
に
よ
っ

て
二
十
九
年
復
聞
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

明
史
二
二
八
李
佑
龍
侍
に
拠
れ
ば
彼
は
万
暦
二
年
の
進
士
で
、
南
京
工
部
主
事
・
右
通
政
使
を
経
て
万
暦
二
十
二
年
五
月
擢
で
ら
れ
て
右
愈

都
御
史
で
遼
東
巡
撫
と
な
り
辺
防
に
功
績
を
立
て
た
。
次
い
で
兵
部
右
侍
郎
と
な
っ
た
が
そ
の
ま
ま
遼
東
巡
撫
の
任
に
当
っ
た
。
万
暦
二
十
三

年
菜
顔
を
率
い
る
猛
酋
小
？
タ
青
が
木
市
を
聞
か
ん
こ
と
を
請
う
に
及
ん
で
上
疏
し
て
開
市
の
五
利
を
述
べ
た
が
、
こ
の
上
疏
が
入
れ
ら
れ
て
遂

に
義
州
大
康
壁
の
木
市
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
李
化
龍
は
小
ダ
青
が
遼
東
辺
外
の
請
夷
中
最
も
兇
狭
雄
長
の
夷
債
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

明
末
遼
東
の
互
市
場
（
江
嶋
）

入



明
末
法
東
の
互
市
場
（
江
崎
）
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そ
の
彼
が
今
関
を
叩
き
関
市
を
求
め
て
い
る
に
際
し
て
「
臣
遍
詞
将
領
及
彼
地
居
民
。
食
言
木
市
開
有
五
利
。
」
と
遼
東
の
将
領
や
居
民
の
意
見

を
広
く
聞
き
、
そ
れ
を
代
表
す
る
形
で
五
利
を
挙
げ
て
い
る
。

河
西
無
木
。
皆
在
辺
外
。
叛
乱
以
来
仰
給
河
東
。
以
辺
警
叉
不
時
至
。
故
河
西
木
貴
於
玉
。
市
通
則
材
木
不
可
勝
用
。
利
一
。

所
疑
於
一
タ
青
者
無
信
耳
。
被
貫
市
為
生
時
。
当
市
時
必
不
行
掠
。
即
今
年
市
而
明
年
掠
。
我
己
収
今
年
不
掠
之
利
失
。
利
一
一
。

遼
東
馬
市
成
祖
所
開
。
無
他
賞
。
本
聴
商
民
与
交
易
。
木
市
与
馬
市
。
等
有
利
於
民
。
不
費
於
官
。
利
三
。
大
挙
之
害
。
酷
而
希
。

零
窮
之
害
。
軽
而
数
。
小
ダ
育
不
掠
錦
義
。
零
輯
少
失
。
叉
西
不
助
長
昂
。
東
不
助
妙
花
。
則
敵
勢
漸
分
。
即
寧
前
広
寧
思
亦

漸
減
。
且
大
挙
先
報
。
叉
得
預
為
術
。
利
回
。
零
縞
既
希
。
辺
人
益
得
修
備
。
利
五
。

五
利
は
大
別
し
て
経
済
的
利
採
と
辺
防
上
の
利
誌
の
一
一
つ
で
あ
る
。
河
西
の
材
木
不
足
は
「
木
賞
於
玉
」
と
い
う
材
木
の
値
上
が
り
を
引
き

起
す
乙
と
が
あ
る
。
そ
の
供
給
源
と
し
て
三
衛
住
牧
地
方
が
あ
ら
ゆ
る
点
で
便
宜
な
乙
と
は
明
か
で
あ
る
。
距
離
的
に
近
い
し
、
大
凌
河
・
小

凌
問
・
寧
遠
河
・
六
州
河
等
の
河
運
を
利
用
し
て
混
搬
も
容
易
で
あ
る
。
木
市
の
開
設
を
利
と
す
る
の
は
決
し
て
小
ダ
青
等
辺
外
の
部
族
だ
け

で
は
な
く
、
寧
ろ
辺
内
明
人
の
方
が
よ
り
大
き
く
希
望
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
馬
市
と
同
じ
く
そ
の
交
易
は
商
民
と
夷
虜
と
の
相
互
貿
易
で

あ
る
か
ら
政
府
と
し
て
は
費
用
の
支
出
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
。

会
設
の
市
場
で
あ
る
か
ら
馬
市
と
同
じ
く
撫
賞
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
「
無
他

賞
」
と
は
朝
貢
に
於
け
る
正
賞
の
如
き
も
の
は
無
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
馬
、
市
に
於
け
る
撫
賞
は
遼
東
志
巻
三
・
兵
食
・
辺
略
・
馬
市
の
条

の
末
尾
に
一
示
す
様
に
酒
食
の
供
給
と
衣
布
靴
銅
等
の
賜
与
で
あ
る
が
、
馬
市
の
市
税
を
以
て
当
て
ら
れ
た
。
木
市
の
場
合
も
前
掲
万
麿
二
十
九

年
の
明
実
録
に
示
す
様
に
「
以
木
税
多
寡
撫
賞
市
夷
」
と
あ
る
か
ら
官
の
特
別
な
支
出
は
必
要
と
し
な
い
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
木
市
の
開
設
は

明
側
に
対
し
て
は
経
済
的
に
は
全
く
無
害
有
利
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
方
辺
防
の
上
か
ら
も
関
市
の
年
に
は
そ
の
年
だ
け
で
も
侵
略
を
免
れ
る

利
が
あ
り
、
木
市
を
利
用
し
て
小
一
タ
青
を
操
縦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
辺
外
勢
力
を
分
断
し
外
思
を
減
ず
る
こ
と
が
出
来
、
動
静
偵
伺
の
便
も
得

る
。
そ
の
聞
に
辺
備
の
修
復
も
可
能
で
あ
る
。
即
ち
開
木
市
は
辺
防
上
も
幾
多
の
利
誌
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
率
化
龍
の
上
言
に
当
時



の
馬
市
更
に
木
市
も
専
ら
民
間
貿
易
に
な
っ
て
し
ま
い
官
は
貿
易
そ
の
も
の
に
は
直
接
は
関
係
し
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
た
点
は
明
末
遼
東
の

互
市
の
性
格
を
見
る
上
に
重
要
な
手
掛
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
暫
ら
く
お
き
、
上
の
李
佑
龍
の
五
利
は
正
に
当
時
の
遼
東
の
将
領
と
商
民

l
相

互
に
密
接
に
結
び
合
っ
て
お
り
、
或
は
将
領
高
官
自
体
が
辺
境
貿
易
に
参
加
し
て
い
た
｜
の
利
益
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。
主
な
る
目
的
は

貿
易
の
利
で
あ
る
が
、
辺
防
上
の
利
を
附
加
し
て
開
市
の
許
可
を
得
易
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
は
外
交
辺
防
と
は
分
離
し
て
貿
易
は
貿

易
と
し
て
行
う
べ
き
だ
と
す
る
商
業
的
要
請
が
底
に
潜
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
に
か
く
遼
東
の
将
領
も
商
民
も
木
市
開
設
を
強
く
要
望
し

て
い
た
。

ζ

の
事
が
木
市
開
設
を
断
行
さ
せ
た
主
な
原
因
で
あ
る
。
こ
の
時
木
市
の
聞
か
れ
た
の
は
義
州
大
康
壁
で
あ
る
が
、

そ
こ
は
大
凌
河

が
辺
臓
を
入
っ
た
直
ぐ
の
地
点
（
明
代
遼
東
辺
暗
闘
で
は
得
勝
億
一
附
近
）
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

万
暦
二
十
三
年
に
開
設
会
れ
た
義
州
木
市
は
万
暦
二
十
六
年
に
一
日
一
閉
鎖
さ
れ
た
。
当
時
の
遼
東
巡
撫
張
思
忠
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

土
蛮
之
子
捺
臣
態
糾
合
小
一
タ
青
。
毎
年
既
得
市
立
。
叉
要
比
照
宜
大
賞
。
時
醇
拾
掠
木
馬
二
市
。
蘇
此
議
開
。

と
あ
る
。
和
田
清
博
士
の
「
察
恰
爾
部
の
変
遷
」
に
よ
れ
ば
、
土
蛮
と
は
縫
担
の
図
問
汗
の
ζ

と
で
あ
り
、
捲
臣
態
は
そ
の
後
を
継
い
だ
布
延

徹
辰
汗
の
こ
と
で
、
察
暗
爾
部
の
部
長
と
し
て
左
翼
三
万
戸
を
率
い
、
形
式
的
に
は
全
家
古
の
大
可
汗
の
称
号
を
も
っ
君
長
で
あ
る
。
小
ダ
青
は

土
蛮
の
首
相
父
図
噌
博
羅
特
の
次
子
貝
珊
の
長
子
で
あ
る
か
ら
、
土
蜜
の
父
達
賓
遜
の
従
弟
に
当
る
人
物
で
、
義
州
木
市
の
開
設
を
要
請
し
た

酋
長
で
あ
る
。
達
賓
遜
汗
が
父
博
姐
汗
の
後
を
継
い
だ
嘉
靖
二
十
六
年
頃
は
右
翼
三
万
戸
を
本
い
る
西
家
古
の
俺
答
・
吉
能
の
勢
力
が
強
大
で

あ
り
、
そ
れ
に
圧
迫
会
れ
た
達
夜
遜
は
察
恰
爾
部
を
率
い
て
興
安
嶺
を
越
え
、

シ
ラ
ム
レ
ン
珂
北
域
に
東
遷
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
次
い
で
漸

次
福
余
泰
寧
ニ
衛
の
住
域
を
侵
し
て
二
衛
を
支
配
し
、
そ
の
駐
牧
地
も
二
衛
の
地
を
蔽
う
こ
と
に
な
っ
た
。
栗
顔
衛
は
察
恰
繭
の
圧
力
を
受
け

る
こ
と
は
福
余
泰
寧
ニ
衛
に
比
し
て
や
や
少
な
か
っ
た
が
、
そ
の
東
辺
は
や
は
り
察
恰
爾
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
小
ダ
青
等
は
祭
暗
繭
の
一
技

で
あ
る
が
、
恰
も
菜
顔
の
酋
長
の
如
く
振
舞
い
、
架
顔
の
酋
長
と
の
聞
に
は
姻
戚
関
係
も
結
ぼ
れ
て
い
た
。
小
ダ
青
は
遼
東
を
盛
ん
に
侵
し
た

待
問
長
で
あ
る
。
太
十
一
化
龍
の
上
実
に
も
云
う
織
に
、

一
方
で
互
市
を
行
い
な
が
ら
他
方
で
は
侵
掠
を
行
う
と
い
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
が
、
十
A

ナル仙龍

明
末
、
党
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の
互
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場
（
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11、
四

等
の
様
に
互
市
し
た
年
は
侵
略
し
な
い
こ
と
を
一
利
と
し
、
専
ら
木
材
輸
入
の
利
益
を
希
望
す
る
者
が
そ
の
責
に
任
じ
て
い
る
場
合
は
木
市
は

維
持
さ
れ
得
た
だ
ろ
う
が
、
木
市
を
単
に
招
撫
懐
柔
の
手
段
と
見
る
な
ら
ば
、
木
市
を
聞
い
て
も
侵
掠
が
防
止
3
れ
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
木

市
の
廃
止
が
考
え
ら
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
張
思
忠
及
び
彼
を
継
い
だ
李
植
は
か
か
る
考
に
立
つ
者
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
も
張
思
忠
が

遼
東
巡
撫
で
あ
っ
た
時
、
捺
臣
態
と
小
ダ
青
は
共
同
し
て
広
寧
馬
市
義
州
木
市
に
お
け
る
撫
賞
を
宣
府
大
同
の
馬
市
に
準
じ
て
等
し
く
せ
ん
乙

と
を
要
求
し
た
。
当
時
の
宣
府
大
同
の
馬
市
は
隆
慶
五
年
に
西
虜
（
北
虜
）
俺
答
一
派
に
聞
か
れ
た
一
年
一
回
の
定
期
市
で
、
そ
の
「
撫
賞
甚

詑
6

厚
。
朝
廷
為
省
客
兵
前
。
減
哨
銀
。
以
充
之
。
頻
年
加
賞
。
而
要
求
滋
甚
。
」
と
云
わ
れ
る
様
に
、
俺
答
の
激
烈
で
あ
っ
た
侵
冠
を
再
び
呼
び
起

さ
な
い
為
に
巨
額
の
撫
賞
が
贈
与
、
さ
れ
て
い
た
。
橋
国
怯
小
グ
青
等
は
そ
の
宣
大
の
撫
貨
と
等
し
く
せ
ん
こ
と
ぞ
求
め
た
の
で
あ
る
。
万
府
武

功
録
巻
十
二
速
把
亥
列
侍
に

其
四
月
速
把
亥
借
土
蛮
・
打
来
翠
・
黒
石
炭
－

F
青
・
扶
兎
・
媛
兎
・
以
児
郵
。
欲
請
比
宣
大
貢
市
。
往
広
寧
款
塞
。
以
為
歳

遺
我
槍
刻
柄
米
柴
則
己
。
不
迫
我
而
遁
云
謝
絶
。
則
我
以
数
万
騎
。
馳
露
稼
稿
也
ο

と
あ
る
に
よ
れ
ば
脅
迫
的
な
要
求
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
明
と
し
て
容
易
に
応
じ
得
る
要
求
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
万

暦
二
十
五
年
四
月
か
ら
李
佑
龍
に
代
っ
て
遼
東
巡
撫
に
任
じ
て
い
た
張
思
忠
は
そ
の
要
求
を
拒
絶
す
る
と
共
に
総
兵
李
如
松
を
誠
め
て
侵
冠
に

備
え
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
十
六
年
四
月
果
し
て
彼
等
は
遼
東
に
侵
冠
し
た
。
明
実
録
に
は
四
月
丁
卯
の
条
に
「
虜
冠
遼
東
。
総
兵
李
如
松

遠
出
掲
巣
死
之
。
」
と
あ
り
、
明
史
李
如
松
侍
に
は
「
土
蜜
冠
犯
遼
東
。
如
松
率
軽
騎
。
遠
出
掲
巣
。
中
伏
力
戦
死
。
」
と
あ
る
。
和
田
博
士
の
御

教
示
に
拠
れ
ば
こ
の
時
は
す
で
に
速
把
亥
・
土
蛮
共
に
な
く
、
土
蛮
を
継
い
だ
布
延
徹
辰
汗
（
橋
臣
態
）
に
率
い
ら
れ
る
察
恰
爾
部
の
侵
冠
を

か
く
云
っ
た
の
で
あ
る
。
暦
戦
の
勇
将
李
如
松
は
直
ち
に
こ
れ
を
迎
え
撃
っ
て
辺
を
出
で
、
軽
騎
を
率
い
て
追
撃
し
反
っ
て
そ
の
伏
兵
に
堕
ち

て
戦
死
し
た
。
恐
ら
く
こ
の
李
如
松
の
敗
死
が
契
機
と
な
り
張
思
忠
は
馬
木
二
市
の
閉
鎖
を
奏
請
断
行
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

併
し
馬
木
二
市
の
停
廃
は
察
暗
商
・
冗
良
暗
の
侵
冠
を
一
一
層
激
佑
せ
し
め
る
原
因
に
な
る
。
李
佑
龍
侍
に
よ
れ
ば
総
兵
官
馬
林
は
馬
木
二
市
の



復
関
を
便
と
し
、
張
思
忠
の
後
任
李
植
は
廃
止
を
固
執
し
て
、
両
者
の
意
が
一
致
し
な
い
た
め
に
二
市
が
復
関
さ
れ
ず
、
た
め
に
小
ダ
青
等
の
窟

掠
が
激
発
し
た
と
云
う
。
明
実
録
に
よ
れ
ば
万
暦
二
十
六
年
十
月
、
二
十
七
年
間
四
月
、
同
年
十
月
、
二
十
八
年
九
月
、
三
十
九
年
三
月
等
に
虜

冠
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
何
れ
も
大
挙
入
冠
の
も
の
で
、
記
録
さ
れ
な
い
小
冠
は
更
に
頻
繁
に
行
わ
れ
た
様
で
あ
る
。
兵
科
都
給
事
侯
先
春

の
上
言
に
は
「
虜
之
入
窟
殆
無
虚
目
。
」
と
云
い
、
同
じ
く
兵
科
給
事
中
桂
有
根
の
上
疏
に
は
「
遼
左
残
破
己
極
」
と
い
っ
て
い
る
。

こ
の
間

撫
鎮
矛
盾
即
ち
李
植
と
馬
林
の
対
立
は
中
央
で
も
色
々
と
論
議
を
呼
ぴ
、
開
否
を
明
決
す
べ
し
と
い
う
意
見
が
侯
先
春
等
に
よ
っ
て
上
一
一
＝
一
さ
れ

た
。
や
が
て
遼
東
で
は
馬
林
が
革
任
さ
れ
、

老
齢
の
李
成
梁
が
再
ぴ
遼
東
鎮
守
総
兵
に
任
命
さ
れ
た
。

万
暦
・
二
十
九
年
三
月
の
こ
と
で
あ

る
。
李
化
龍
侍
に
は
李
成
梁
が
開
市
を
力
請
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
巡
撫
李
植
は
万
暦
二
十
七
年
九
月
の
錦
義
地
方
の
虜
冠
の
報
告
書
が

巡
按
王
業
弘
と
矛
盾
し
た
た
め
、
王
業
弘
の
弾
劾
を
受
け
二
十
八
年
二
月
に
は
召
還
査
離
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
遼
東
多
事
の
際
と
て
そ

の
後
任
の
速
賠
が
大
学
士
出
一
買
に
よ
り
再
疏
さ
れ
、
繭
遼
総
督
邪
折
か
ら
も
疏
請
さ
れ
た
の
で
、
万
暦
二
十
八
年
七
月
（
戊
申
）
に
険
西
右

布
政
使
越
揖
が
都
察
院
右
愈
都
御
史
に
陸
任
さ
れ
遼
東
巡
撫
に
任
命
さ
れ
た
。
即
ち
馬
木
二
市
の
閉
鎖
を
主
張
し
た
李
植
は
李
成
梁
が
遼
東
鎮

守
総
兵
官
に
再
任
さ
れ
た
時
は
す
で
に
解
任
召
還
さ
れ
て
い
た
の
で
み
の
る
。
「
鎮
守
遼
東
二
十
年
虜
人
畏
服
」
し
た
李
成
梁
が
開
市
を
力
請
し
、

更
に
蔚
遼
総
督
万
世
徳
が
こ
れ
に
賛
し
て
上
願
す
る
に
及
ん
で
遂
に
万
暦
二
十
九
年
十
二
月
（
卒
未
）
に
馬
木
二
市
の
復
闘
が
許
可
さ
れ
た
。

前
掲
の
ご
と
く
明
実
録
周
年
同
月
の
条
に
日
う
。
「
命
開
復
架
顔
各
夷
馬
木
ニ
市
。
井
復
寧
前
木
市
。
」
廃
止
の
期
聞
は
約
三
年
に
過
ぎ
な
い
。

明
史
食
費
士
山
・
馬
市
に
「
後
以
為
常
」
と
あ
る
様
に
以
後
停
廃
は
行
わ
れ
ず
、
清
の
太
宗
の
察
暗
爾
征
服
を
以
て
終
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
天

啓
元
年
撰
輯
の
張
粛
の
遼
夷
略
に
は
遼
東
辺
外
諸
部
の
状
勢
を
述
べ
て
詳
し
い
が
、
彼
等
が
市
賞
を
領
す
る
場
所
を
各
種
族
毎
に
挙
げ
て
い

る
。
張
粛
が
鎮
遠
関
で
「
領
市
賞
」
と
い
う
の
は
鎮
遠
関
経
由
で
入
辺
し
広
寧
団
山
壁
の
馬
市
に
至
っ
て
互
市
受
賞
す
る
意
で
あ
る
。
従
っ
て

鎮
遠
闘
で
「
領
市
賞
」
と
記
述
し
た
部
族
が
多
い
の
は
所
寧
馬
市
が
最
も
盛
ん
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
等
の
間

に
あ
っ
て

「
其
鬼
麻
一
一
種
凡
五
枝
。
小
ダ
青
一
校
。
市
賞
則
大
康
壁
・
－
－
－
秋
耽
ダ
青
・
青
ダ
青
・
石
保
赤
丑
庫
児
三
枝
。
市
賞
亦
大
康
壁

明
末
流
東
の
互
市
場
（
江
嶋
）
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五
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八
六

也
。
」

と
あ
る
の
は
義
州
大
康
壁
の
木
市
が
天
啓
年
聞
に
も
続
関
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
置
し
て
く
れ
る
。

万
暦
二
十
九
年
十
二
月
の
馬
木
ニ
市
復
闘
の
命
令
に
は
「
弁
復
寧
前
木
市
」
と
あ
る
。
更
に
復
闘
を
命
し
た
実
録
の
条
の
後
文
に
「
長
昂
・

董
狐
狸
・
老
締
按
子
三
曾
亦
請
復
寧
前
木
市
総
兵
尤
継
先
許
之
」
と
あ
っ
て
、
捺
臣
黙
小
タ
青
等
が
馬
木
二
市
の
復
聞
の
請
求
を
す
る
と
き
に

前
後
し
て
架
顔
衛
の
強
酋
と
し
て
知
ら
れ
た
長
昂
や
輩
一
狐
狸
や
老
赫
（
朗
素
？
）
張
子
等
が
寧
前
の
木
市
の
復
闘
を
請
願
し
、
寧
前
（
副
）
総

兵
の
尤
継
先
な
る
も
の
が
許
可
を
便
と
し
て
復
闘
を
前
遼
総
督
万
世
徳
に
申
請
し
た
も
の
の
様
で
あ
る
。
李
成
梁
の
力
請
や
尤
継
先
の
申
請
に

応
じ
て
復
闘
を
促
進
し
た
万
世
徳
の
上
言
に
は
遼
東
の
馬
市
や
木
市
の
性
格
を
明
か
に
す
る
上
に
重
要
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
そ
れ
は

別
に
譲
り
、
広
寧
の
馬
市
と
義
州
の
木
市
と
共
に
寧
前
の
木
市
も
復
関
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
寧
前
の
木
市
も
復
聞
と
あ
る
か
ら
、
以
前
に
開
設

と
閉
鎖
の
時
代
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
寧
前
の
木
市
に
つ
い
て
は
全
遼
志
、
明
史
食
貨
志
等
に
は
全
然
記
述
が
な
い
。
た

r閉
鎖
は
広
寧
の

馬
市
議
州
の
木
市
と
同
時
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
何
と
な
れ
ば
馬
木
二
市
の
閉
鎖
が
察
暗
爾
部
と
梁
顔
三
衛
を

対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
と
す
る
と
寧
前
地
方
の
木
市
は
万
暦
二
十
六
年
閉
鎖
さ
れ
る
ま
で
或
る
期
間
開
設
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
翻
っ
て
明
実
録
を
見
る
と
、
降
慶
五
年
四
月
（
丙
辰
）
の
条
に
遼
東
巡
撫
張
学
顔
が
十
事
を
条
奏
し
た
中
に
「
議
撫
賞
」
の
一
一
挙
が

あ
り
、
「
虜
酋
類
年
乞
賞
。
守
臣
未
有
定
議
」
る
も
、

結
局
互
市
に
よ
っ
て
虜
情
侍
報
の
利
と
、

互
市
そ
の
も
の
が
相
互
を
利
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
「
虜
来
求
市
。
宜
令
寧
前
亦
如
広
寧
例
賞
之
不
必
拒
絶
。
」
と
い
う
意
見
を
上
奏
し
て
い
る
。
こ
の
上
奏
は
部
臣
の
覆
奏
を
経
て
許
行
の

詔
命
が
下
さ
れ
て
い
る
。
右
の
張
学
顔
の
上
奏
に
よ
っ
て
、
頻
年
乞
賞
と
は
寧
前
五
市
の
要
請
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
し
か
も
許
可
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
寧
前
互
市
は
隆
慶
五
年
に
始
ま
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
こ
の
互
市
は
木
市
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
昂
等

三
骨
が
寧
前
木
市
を
復
関
せ
ん
こ
と
を
よ
耐
う
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
寧
前
に
お
け
る
閉
鎖
以
前
の
互
市
が
木
市
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
更
に
明
実
録
嘉
靖
二
十
六
年
五
月
（
戊
午
）
の
条
に



金
州
諸
島
造
舟
。
皆
取
木
辺
外
。
請
子
江
沿
台
畳
設
巡
検
司
。
以
草
木
販
之
弊
。

と
あ
り
、
金
州
地
方
で
の
造
船
材
料
が
辺
外
の
木
材
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
辺
外
は
必
ず
し
も
寧
前
錦
義
の
辺
外
と
は
限
ら
ず
、
河

東
辺
外
に
も
木
材
は
豊
か
で
あ
っ
た
が
、
義
州
木
市
に
つ
い
て
述
べ
た
様
に
大
凌
河
小
凌
河
等
の
河
運
を
利
用
す
れ
ば
容
易
に
勘
海
湾
に
運
び

得
る
し
、
後
に
河
西
に
木
市
が
幾
つ
も
開
設
さ
れ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
取
木
の
辺
外
は
主
と
し
て
錦
義
寧
前
辺
外
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ

ぅ
。
と
す
れ
ば
隆
鹿
五
年
に
寧
前
木
市
が
公
許
さ
れ
る
以
前
に
も
こ
の
方
面
で
黙
認
的
な
木
材
取
引
が
辺
外
と
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。
即
ち
寧
前
木
市
の
起
源
は
隆
慶
年
聞
を
更
に
遥
か
に
澗
っ
た
時
代
に
黙
認
的
な
密
貿
易
と
し
て
始
ま
り
、
隆
慶
五
年
に
木
市
と
し
て

公
認
さ
れ
（
公
認
後
は
撫
賞
あ
り
）
万
勝
二
十
六
年
に
至
っ
て
一
日
一
閉
鎖
さ
れ
た
が
二
十
九
年
十
二
月
に
再
開
さ
れ
、
清
朝
の
河
西
征
服
に
よ

っ
て
終
っ
た
も
の
で
あ
る
と
云
え
る
。

寧
前
木
市
は
何
処
に
開
設
会
れ
て
い
た
の
か
は
先
掲
の
遼
夷
略
が
明
示
し
て
く
れ
る
。

且
以
寧
前
市
論
之
。
其
革
蘭
泰
之
一
種
凡
人
枝
共
四
十
曾
。
市
領
市
賞
則
高
台
興
水
県
二
壁
也
。

寧
前
と
は
寧
前
参
将
所
属
の
寧
遠
衛
前
屯
衛
の
地
で
あ
る
が
、
高
台
壁
は
前
屯
衛
所
属
で
六
州
河
の
沿
岸
に
あ
り
、
興
水
県
畳
は
寧
遠
衛
所

属
で
寧
遠
河
に
沿
い
寧
遠
城
の
上
流
に
位
置
し
て
い
る
。
六
州
河
寧
遠
河
は
辺
外
に
発
源
し
崩
海
に
注
ぐ
寧
前
地
方
で
は
大
き
な
河
で
あ
り
、

金
州
方
面
へ
の
木
材
海
上
諭
送
に
直
結
し
得
る
便
が
あ
る
。
こ
の
両
河
の
沿
岸
に
木
材
を
中
心
と
す
る
互
市
場
が
発
生
し
発
展
す
る
自
然
的
な

条
件
は
備
っ
て
い
た
と
云
え
る
。
さ
て
諸
部
が
市
賞
を
領
す
る
の
は
広
寧
の
馬
市
で
あ
り
、
或
は
義
州
の
木
市
で
あ
る
が
、
遼
夷
略
で
は
そ
の

こ
と
を
単
に
鎮
遠
関
に
於
て
、
又
は
大
康
僅
に
於
て
と
記
し
て
い
る
。
従
っ
て
寧
前
の
場
合
革
蘭
泰
の
一
派
が
市
賞
を
領
し
た
る
高
台
壁
輿
水

県
壁
が
即
ち
寧
前
の
木
市
場
を
指
す
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
か
く
て
寧
前
の
木
市
と
明
実
録
に
見
え
た
市
場
が
二
市
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
な
お
革
蘭
泰
は
栗
顔
の
巨
酋
で
明
に
通
貢
す
る
と
共
に
察
暗
溺
部
と
も
西
虜
俺
答
と
も
通
じ
嘉
靖
年
聞
に
活
躍
し
た
栗
顔
の
部
長
で
あ

る
が
、
嘉
靖
二
十
七
年
に
死
ん
で
お
り
、
万
暦
二
十
人
・
九
年
寧
前
木
市
の
復
闘
を
要
請
し
た
長
昂
は
そ
の
嫡
孫
、
蓋
狐
狸
は
そ
の
次
子
に
当

明
末
遼
東
の
互
市
場
（
江
嶋
）

I¥ 
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明
末
遼
東
の
互
市
場
（
江
崎
）

八
／＼、

る
。
即
ち
寧
前
木
市
は
主
と
し
て
架
顔
衛
専
用
の
木
市
で
み
り
、
恐
ら
く
広
寧
の
馬
市
へ
の
互
市
交
易
権
が
実
質
的
に
次
第
に
察
暗
南
部
に
奪

わ
れ
、
栗
顔
衛
は
住
地
に
近
い
寧
前
に
互
市
場
を
求
め
、
従
前
行
わ
れ
て
い
た
木
材
の
密
貿
易
の
公
認
を
隆
慶
年
聞
に
要
請
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
考
え
る
。

遼
夷
略
に
は
以
上
の
義
州
の
木
市
寧
前
の
木
市
の
他
に
錦
州
の
木
市
と
考
え
ら
れ
る
市
場
が
あ
る
。

其
設
塔
必
一
種
凡
十
枝
共
四
十
酋
。
而
領
市
賞
則
鎮
遠
関
与
大
福
壁
也
。

霊
塔
必
は
和
田
博
士
に
よ
れ
ば
打
来
孫
汗
（
達
賓
遜
汗
）
の
弟
で
錦
州
辺
外
に
近
く
住
牧
し
て
い
た
山
前
（
山
南
）
部
落
の
酋
長
で
あ
る
。

そ
の
護
塔
必
の
系
統
脳
毛
大
・
扶
兎
等
が
一
部
は
広
寧
の
馬
市
に
互
市
し
、

一
部
は
錦
州
大
福
壁
で
市
賞
を
領
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
福

壁
は
錦
州
城
西
、
小
凌
河
の
一
支
流
女
児
河
の
沿
岸
に
あ
り
、
女
児
河
の
河
運
の
利
用
に
よ
り
木
材
の
運
搬
に
便
で
あ
る
こ
と
は
先
述
の
六
州

河
寧
遠
河
等
と
同
様
で
あ
る
。
遼
夷
略
の
本
文
に
よ
れ
ば
広
寧
西
北
面
で
辺
か
ら
離
る
る
こ
と
七
百
余
里
に
住
牧
し
広
寧
の
潟
市
に
通
ず
る
も

の
と
し
て
護
塔
必
の
九
子
を
挙
げ
、
次
に
「
第
十
子
日
洪
兎
者
対
錦
州
西
北
辺
五
百
里
而
牧
其
市
賞
在
錦
州
大
福
盤
鴬
」
と
あ
る
に
よ
れ
ば
大

福
壁
の
市
賞
に
与
る
の
は
洪
兎
一
派
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
錦
州
木
市
が
何
時
始
ま
っ
た
も
の
か
明
か
で
な
い
が
、
議
州
の
木
市
と
そ

の
開
設
廃
復
を
一
に
し
た
も
の
と
見
て
誤
り
な
い
様
に
考
え
る
。

更
に
遼
夷
略
に
は
今
一
つ
の
木
市
を
記
し
て
い
る
。
乙
れ
は
既
に
馬
市
の
章
の
末
尾
に
挙
げ
た
長
安
霊
木
市
即
ち
、
万
暦
四
十
三
年
遼
陽
所

属
の
郡
河
沿
岸
長
安
盤
に
新
設
さ
れ
た
木
市
で
あ
る
。
馬
市
に
関
連
し
て
先
述
し
た
か
ら
再
説
し
な
い
が
、
以
上
明
末
に
は
架
顔
泰
寧
や
察
恰

爾
部
に
対
し
て
馬
市
の
他
に
木
市
と
呼
ば
れ
る
互
市
場
が
遼
酉
の
各
辺
境
地
帯
に
設
置
さ
れ
合
計
五
所
に
及
ん
だ
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
長

安
壁
木
市
は
実
質
的
に
は
長
安
壁
馬
市
の
復
開
と
見
る
万
が
妥
当
の
様
に
思
う
が
、
錦
義
寧
前
の
四
木
市
は
木
材
取
引
を
中
心
と
す
る
互
市
場

で
あ
り
、
遼
四
辺
外
の
木
材
を
供
給
源
と
す
る
。
こ
の
地
方
に
住
牧
す
る
架
顔
や
察
恰
磁
の
部
溶
は
本
来
遊
牧
民
で
あ
り
、
又
は
菜
顔
の
如
き

は
既
に
早
く
よ
り
農
耕
生
活
を
行
っ
て
い
た
部
族
で
あ
る
。
そ
の
彼
等
が
木
材
の
取
引
を
自
発
的
に
要
求
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
寧
ろ



明
側
の
高
い
木
材
需
要
が
彼
等
を
動
か
し
て
木
材
取
引
が
行
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
と
考
え
る
方
が
正
し
い
と
思
う
。
木
材
及
び
毛
皮
等
北
方
物

産
の
供
給
に
対
し
て
彼
等
辺
外
諸
部
は
絹
・
棉
布
・
農
具
・
邸
・
米
・
鍋
等
吾
、
｜
直
接
交
易
に
よ
っ
た
か
、
中
聞
に
貨
幣
の
媒
介
を
挟
ん
だ

か
は
明
か
で
な
い
が
、
｜
反
対
給
付
と
し
て
獲
得
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
、
寛

真

等

の

互

市

明
末
遼
東
に
は
馬
市
木
市
の
外
に
単
に
互
市
と
呼
ば
れ
た
辺
境
貿
易
場
が
あ
る
。
寛
奨
清
河
護
陽
の
三
互
市
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
互
市
は
寛
翼
六
億
一
展
築
の
善
後
策
と
し
て
建
州
女
直
径
懐
柔
招
撫
す
る
た
め
に
生
活
必
需
物
資
の
交
易
を
許
可
公
認
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
設
置
の
事
情
は
明
実
録
（
内
閣
文
庫
本
）
万
暦
四
年
三
月
（
民
子
）
の
条
、
万
府
武
功
録
巻
十
一
王
冗
堂
・
也
鎖
線
品
目
列
伝
、
山
中
間
見

録
巻
十
一
、
建
州
私
志
上
巻
、
全
辺
略
記
巻
十
遼
東
略
等
等
に
見
え
る
が
、

一
例
と
し
て
山
中
間
見
録
を
挙
げ
る
。

巡
撫
張
学
顔
程
期
按
視
。
王
冗
堂
等
十
余
酋
環
脆
馬
前
。
称
修
壁
塞
道
不
得
囲
猟
内
地
。
諸
部
願
所
在
質
子
道
市
易
塩
布
。
学

顔
既
畢
。
上
請
於
寛
箕
永
実
得
通
市
。
調
東
夷
惟
易
米
布
猪
塩
。
無
馬
匹
他
違
禁
物
。
与
開
原
広
寧
撫
順
異
。
即
以
市
税
量
充

撫
賞
。
予
之
便
。
制
日
可
。
自
是
関
原
而
南
。
撫
順
清
河
艶
陽
寛
奨
並
有
市
。
諦
部
亦
利
互
易
。
無
敢
跳
梁
。

寛
実
等
六
畳
展
築
の
工
事
進
行
状
況
を
按
視
し
た
巡
撫
張
学
顔
に
東
建
州
の
巨
雷
主
冗
堂
等
数
十
曾
（
他
書
に
云
う
）
が
狩
猟
地
を
失
う
こ

と
を
理
由
と
し
て
交
易
許
可
を
要
請
し
た
。
拒
否
す
れ
ば
展
築
の
妨
害
を
招
く
こ
と
を
憂
え
た
張
学
顔
は
完
工
の
暁
に
互
市
を
許
す
こ
と
を
約

し
て
彼
等
を
慰
撫
し
た
も
の
の
様
で
あ
る
。
万
暦
四
年
三
月
（
庚
子
）
寛
実
六
畳
の
修
完
に
際
し
、
遼
陽
に
在
っ
た
定
遼
右
衛
軍
士
及
び
倉
宮

を
寛
異
に
移
し
て
六
畳
の
守
備
に
任
じ
併
せ
て
衛
学
を
建
て
学
田
を
発
附
す
る
こ
と
と
共
に
、
寛
奨
で
の
女
直
互
市
の
許
可
を
張
学
顔
は
奏
請

し
そ
の
許
可
を
得
た
。
女
直
の
要
請
は
山
中
間
見
録
に
「
願
所
在
質
子
通
市
易
塩
布
」
と
あ
る
様
に
単
に
寛
箕
で
の
互
市
だ
け
で
な
く
、
彼
等

の
住
地
に
便
宜
の
土
地
で
の
互
市
も
要
請
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
寛
箕
と
共
に
清
河
艶
陽
で
の
互
市
が
許
可
開
始
さ
れ
た
。
さ
て
張
学
顔
の

明
末
遼
東
の
互
市
場
（
江
嶋
）

八
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明
末
遼
東
の
互
市
場
（
江
嶋
）

九。

奏
請
に
寛
箕
互
市
は
米
布
猪
塩
の
み
で
馬
匹
違
禁
の
物
は
無
い
と
云
い
、
関
原
広
寧
撫
順
の
互
市
即
ち
馬
市
と
は
異
る
と
云
っ
て
い
る
の
は
注

目
さ
れ
る
。
馬
市
は
本
来
馬
の
取
引
と
そ
れ
に
附
随
し
て
発
展
し
た
互
市
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
馬
は
拒
否
会
れ
な
い
商
品
で
あ
っ
た
。
併
し
寛

集
で
は
馬
の
取
引
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
。
乙
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
張
学
顔
は
寛
実
互
市
で
は
宮
市
は
な
い
こ
と
、

同
時
に
貢
馬
の
受
領
審
験
等
も
な
い
と
と
、
い
は
ば
寛
実
互
市
は
官
の
直
接
関
与
す
る
も
の
で
な
く
、
全
て
は
民
間
互
易
で
あ
り
、
官
は
た
だ

市
税
を
収
め
て
女
直
撫
賞
に
充
て
て
招
撫
政
策
の
一
助
と
し
、
治
安
維
持
と
偵
視
の
役
効
を
収
め
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
謂
っ
て
い
る
も
の
と

考
え
る
。
更
に
奏
請
は
東
夷
の
互
易
は
米
布
猪
塩
の
み
と
云
い
、
諸
部
の
請
願
も
通
市
し
て
塩
布
を
易
え
ん
乙
と
に
あ
っ
た
。
塩
布
叉
は
米
布

猪
塩
は
女
直
側
が
欲
求
す
る
商
品
で
あ
り
、
明
側
の
供
給
す
る
物
資
を
示
す
の
で
あ
る
。
狩
猟
地
巻
失
う
乙
と
を
理
由
に
女
直
が
欲
し
た
の
は

直
接
に
は
米
布
猪
塩
等
の
生
活
必
需
物
資
で
あ
っ
た
。
米
布
塩
は
と
も
角
猪
即
ち
豚
が
要
求
さ
れ
る
の
は
一
見
奇
異
で
あ
る
が
、
農
耕
佑
し
て

い
た
当
時
の
建
州
女
直
は
狩
猟
に
よ
る
肉
類
の
獲
得
が
恒
常
的
で
な
く
な
り
逆
に
中
国
に
乙
れ
を
求
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
米
布
猪
塩
を
得

る
為
に
女
直
は
何
を
持
っ
て
互
市
に
臨
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
み
じ
く
も
清
の
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ
が
煮
乾
を
指
導
し
て
明
人
の
買
叩
き
を
免
れ

た
と
い
う
人
妻
、
狩
猟
の
獲
物
と
し
て
の
、
叉
は
奥
地
と
の
取
引
に
よ
る
毛
皮
類
、
さ
て
は
蜜
、
松
子
、
木
耳
、
馬
尾
、
蛾
、
木
高
等
、
い
は

ば
馬
市
の
商
品
群
か
ら
牛
馬
等
の
家
畜
類
を
除
い
た
様
な
商
品
が
女
直
の
帯
来
し
た
物
貨
で
あ
っ
た
と
考
え
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

万
暦
四
年
に
開
始
さ
れ
た
清
洞
襲
陽
寛
箕
の
互
市
は
女
直
も
明
の
辺
人
も
共
に
便
宜
を
得
て
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
万
暦
七
年
七
月
の
寛

実
互
市
の
際
参
将
徐
国
輔
の
弟
徐
国
臣
や
蒼
頭
軍
の
劉
佐
が
減
価
強
買
し
、
肯
じ
な
い
市
夷
に
暴
行
し
て
掠
取
す
る
等
の
事
件
が
起
り
、
寛
実

に
出
入
す
る
市
夷
の
急
激
を
買
い
市
夷
は
「
皆
絶
跡
関
市
下
」
つ
に
至
っ
た
。
更
に
王
冗
堂
等
は
寛
実
に
貢
道
を
求
め
馬
市
の
開
催
を
期
待
し

た
が
そ
の
ζ

と
が
実
現
し
な
い
の
を
怒
っ
て
大
挙
入
冠
の
気
勢
を
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
明
側
も
備
え
る
所
が
あ
っ
た
が
、
万
暦
九
年
李
成

酔

H
U

梁
は
遂
に
出
兵
し
王
冗
堂
の
勢
力
を
鴨
児
匿
に
撃
破
し
た
。
従
っ
て
万
暦
七
年
七
月
以
降
九
年
ま
で
露
骨
骨
更
に
捜
陽
の
互
市
は
聞
か
れ
な
か
っ

た
と
云
え
る
。
清
河
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
清
河
は
や
や
北
に
寄
っ
て
い
る
の
で
王
冗
堂
輩
下
に
層
し
な
い
蘇
子
河
方
面
の
女



直
は
互
市
に
往
来
し
得
た
様
に
考
え
ら
れ
る
。
寛
実
襲
陽
も
明
側
で
閉
鎖
し
た
の
で
な
く
、
王
冗
堂
の
方
か
ら
忌
避
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
入

市
す
る
女
直
が
あ
れ
ば
開
市
さ
れ
得
た
も
の
即
ち
明
側
は
互
市
そ
の
も
の
を
廃
止
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
王
冗
堂
の
敗
亡

後
は
恐
ら
く
直
ち
に
互
市
は
復
活
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
清
側
の
史
料
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る
。
即
ち
ヌ
ル
ハ
チ
が
建
州
女
直
を
統

一
し
て
所
謂
建
州
グ
ル
ン
を
建
設
し
た
万
暦
十
六
年
の
満
洲
実
録
の
記
事
に

撫
順
清
河
寛
実
聾
陽
四
処
関
口
五
市
交
易
以
通
商
買
。
因
此
満
洲
民
段
国
富
。

と
あ
っ
て
、
四
処
の
互
市
が
持
続
繁
栄
し
て
い
た
乙
と
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
四
処
の
互
市
で
女
直
に
与
え
ら
れ
る
撫
賞
が
銀

に
折
せ
ら
れ
る
様
に
な
り
。
万
暦
三
十
年
以
後
は
四
処
合
計
八
百
両
が
ヌ
ル
ハ
チ
・
ス
ル
ガ
チ
等
の
満
珠
固
に
歳
鞠
銀
と
し
て
毎
年
給
賜
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
別
の
拙
稿
で
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
互
市
は
万
暦
四
十
六
年
ヌ
ル
ハ
チ
対
明
宣
戦
ま
で
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
寛
実
等

三
互
市
は
万
暦
四
年
公
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
女
直
住
域
で
あ
っ
た
寛
奨
は
例
外
と
し
て
、
清
洞
嬰
陽
は
旧
来
女
直
と
接
境
の
地
で
あ
り
、

互
市
が
行
わ
れ
た
の
は
万
暦
四
年
に
始
ま
る
か
否
か
は
検
討
を
要
す
る
。
明
実
録
嘉
靖
二
十
二
年
入
月
（
丁
丑
）
の
条
を
見
る
と
聾
陽
失
事
の

罪
に
よ
っ
て
副
総
兵
劉
大
章
が
巡
按
御
史
に
よ
っ
て
連
関
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
開
原
防
衛
を
総
兵
韓
国
忠
が
分
担
し
、
設
陽
湯
拍
万

面
の
防
衛
を
劉
大
掌
が
分
担
す
る
乙
と
に
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
「
東
北
賊
犯
聾
陽
者
。
大
章
毎
週
輔
敗
。
莫
能
制
之
。
遂
仮
撫
処
之
名
。
私
許

貿
易
。
致
虜
逝
殺
通
事
。
挟
求
添
貢
。
遂
於
今
年
六
月
大
入
湯
拍
壁
」
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
乙
れ
に
よ
る
と
聾
陽
で
は
劉
大
意
が
女
直
撫
処
の

名
目
で
私
か
に
貿
易
を
許
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
開
ち
万
暦
四
年
譲
陽
互
市
公
許
以
前
に
半
ば
公
然
と
襲
陽
互
市
が
行
わ
れ
て
い
た
時

期
が
あ
り
、
こ
う
し
た
先
例
が
女
直
側
に
所
在
通
市
の
要
請
を
惹
き
起
す
原
因
と
な
り
、
寛
震
と
並
ん
で
公
認
の
互
市
場
と
し
て
復
活
す
る
に

至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
清
河
に
つ
い
て
も
似
た
様
な
事
情
の
害
在
が
推
測
は
さ
れ
る
が
明
か
で
な
い
。

明
末
遼
東
の
互
市
場
（
江
嶋
）

九
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結

以
上
明
末
遼
東
の
辺
境
に
開
設
さ
れ
て
い
た
各
種
の
互
市
場
を
検
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
互
市
場
は
序
に
言
っ
た
通
り
馬
市
木
市
又
は
単
に
互

市
と
呼
ば
れ
た
が
、
か
く
異
っ
て
呼
称
さ
れ
る
に
は
何
等
か
の
差
異
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
明
末
の
遼
東
の
互
市
に
つ
い
て
触

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幾
つ
か
の
間
題
が
あ
る
が
、
す
で
に
紙
数
を
超
過
し
た
本
論
で
は
そ
の
余
裕
が
な
い
の
で
別
の
機
会
に
譲
り
、
今
は
単

に
明
末
の
互
市
場
が
明
の
初
中
期
に
比
し
て
著
し
く
そ
の
数
を
増
し
て
遼
東
国
境
の
各
所
に
聞
か
れ
て
い
た
こ
と
ぞ
述
べ
る
に
止
め
、
そ
れ
を

表
示
し
て
結
び
に
替
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

表
に
つ
い
て

表
中
の
数
字
は
年
次
を
示
す
。
ト
以
線
は
密
貿
易
か
ま
た
は
黙
認
的
五
市
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
を
一
示
す
。

長
安
盤
は
復
活
後
は
木
市
で
あ
る
。
樹
皮
雲
伝
一
応
市
は
一
一
始
靖
三
年
以
前
は
近
く
の
内
城
壁
に
設
川
劃
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
便
宜
一
括
す
る
。
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註
－

註
2

註
3

中
山
八
郎
氏
「
明
代
前
洲
に
於
け
る
馬
市
開
催
地
に
就
い
て
」
人
文
研
究
七
の
入

園
田
一
色
氏
「
明
代
建
州
女
同
史
研
究
」
続
篇
三
二
六
頁

稲
奨
岩
士
ロ
博
士
「
明
訂
満
洲
発
達
史
」
所
載
「
明
代
演
東
の
馬
市
」
二

O
コ
一
頁
広
順
関
外
に
南
関
馬
市
を
移
設
し
、
慶
一
買
わ
健
馬
市
を
北
関
（
鎮
北
関
）

に
移
し
た
と
か
、
出
川
問
機
陽
抱
負
の
川
市
が
方
勝
元
年
の
開
設
で
あ
る
と
か
明
米
の
・
川
市
冗
市
に
つ
い
て
の
博
士
の
御
考
然
は
簡
単
で
烈
鮮
が
多
い
。

宏
稿
で
は
一
々
は
採
り
上
げ
な
い
で
諭
を
進
め
る
。

和
田
清
博
士
「
東
亜
史
研
究
」
蒙
市
篇
「
祭
階
爾
J

部
の
変
遷
」
大
稿
の
察
m
p口
爾
突
顔
関
係
の
叙
述
は
専
ら
博
士
の
右
の
御
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
多

い
。
記
し
て
厚
く
謝
意
を
表
し
た
い
。

全
右
に
よ
る

明
史
食
貨
士
山
・
馬
市
の
条

明
笑
録
万
照
二
十
八
年
六
月
契
凶
、
全
二
十
九
年
宅
月
己
亥
の
条

全
万
瞬
間
二
十
八
年
六
月
己
亥
全
二
十
八
折
月
乙
巴
等
の
条

全
万
暦
二
十
七
年
十
二
月
己
亥
、
全
二
十
八
年
六
月
契
酉
、
全
年
計
月
丁
未
等
の
条

全
万
暦
二
十
八
年
七
月
乙
巳
、
全
年
計
月
丁
未
の
条

全
万
勝
二
十
八
年
七
月
戊
申
の
条

万
暦
武
功
録
巻
十
一
王
冗
堂
・
越
鎖
羅
骨
列
伝
に
よ
る

拙
稿
「
明
末
女
直
の
削
震
に
つ
い
て
」
清
水
博
士
追
悼
記
念
明
代
史
論
叢

（
木
稿
は
昭
和
三
十
六
倍
度
文
部
特
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
）
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註
6

註
7

註
8

註
9
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Hu-shih-chang (amtl) in Liao-tung Gill) 
in the end of Ming (II]) 

by Hisao ESHIMA 

-5-

Through the beginning and middle age of Ming, the public trading 

places called Ma-shih(,~rp), which were established in the boundaries 

of Liao-tung were four in the largest number, one in the smallest. 

Nevertheless in the end of Ming, about ten public trading places 

were established, in addition to those in the past. This article is an 

attempt to make clear the seats of these public trading places, 

the reason of the establishment, their durations and their abolitions. 
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